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トラコン/レベルトラコン
(5分読コニ〃《ストランシツト）（レベル付コニ"Wストランシット）

機動性を追求したトラコン／レベルトラコンは高精度機

能で固められています。レベルトラコンは大型両面気泡
管を備え、レベル機能をも充分に果してこれ－台であら

ゆる測量に対応できます。

■5分読水平分度:帰零式、
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■変換倍率及び視野
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■標準写真寸法
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■照明装置
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■重量
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＜論聴＞森林計画に新しい息吹を

－林学の再生を賭けて
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森林計画に新しい息吹を
林学の再生を賭けて
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ブレヒトの戯曲の中での話だが，プンティラ旦那が下僕のマッティをつかま

えて「森林とは何か」を尋ねる場面がある。「森林というのは単に1万束の薪

なのか，それとも人間の緑の喜びなのか」と。西ドイツのオットー・バゥアー

によれば，「緑の喜び」派を自認する自然保護論者は，木材生産を擁護する林

業技術者をことごとく「薪1万束」派にくくってしまうらしい。フォレスター

にとっては，まことに不名誉な話だが，森林伐採の是非をめぐって自然保護団

体と不毛な争いを続けていると，こうした乱暴な区分が定着してしまうともか

ぎらない。

これまで我々は，林業生産にまつわる「誤解」を解くために，さまざまな形

の説得を繰り返してきた。パゥアーの場合は次のように反論する。「森林を作

り上げているのは樹木である。その樹木のもとは木材だ。生育する木材が環境

を保護し，人々の保健休養に役立っている。成長を終えた木材が収職されその

収入力式あるからこそ，森林の撫育管理が続けられる。1万束の薪なしには緑の

喜びもあり得ない！」’）

残念ながら，林学特有の，こうした功利主義的な論議はすっかり説得力を失

っている。世間の無理解もあろう。だが，我々は本当に100％正しいだろう

か。森林に対する人々の価値観が多様化しているにもかかわらず，自分が正し

いとかってに決め込んで，世間の無理解を嘆いているのではあるまいか。フォ
けいがい

レスターの魂ともいうべき森林計画の著しい形骸化を見るにつけ，そのように

思わずにはいられない。改めるべきは，「薪1万束」派といわれてもしかたな

いような，独善的で視野の狭い森林計画の理念である。

緑の喜びと薪1万束

1)OttoBauer,Staatsforst-

betriebzwischenOkono･

mieundOkologie.A11･

gemeineForstZeitsch-

rift､42(1/2),1987.

木材生産中心の計画理

念

国有林，民有林を問わず，わが国では木材生産を中心にして森林計画がたて

られてきた。もちろん自然状態の保存が特に要求される地域は法律などであら

かじめ除外され，公益を確保するうえで重要と思われるその他の森林について

は森林伐採などに一定の制限が加えられることになっている。しかし前者につ

いていうと，森林伐採が完全に排除されるのはごく一部の地域に限られている

し，また後者に関しては規制が概して緩やかである。つまり現行の森林計画は

森林伐採への干渉を最小限にとどめて，木材生産をマキシマムにするような計

画になっており，たとえ林業生産が全く行われていなくとも，法の規制に触れ

*林業試験場経営部経営

第一科長
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なければ潜在的な木材生産の場とみなされる。

というのも，木材の国内供給量をなるべく大きくすることが森林計画の至上

命令であったからである。法的な禁伐林以外で経済的に活用されていない森林

は，「未利用」とか「低利用」というらく印を押され，不合理な存在とみなさ

れてきた。それゆえ，ごくわずかな立木収入しか得られなくとも，パルプ原木

を生産するために雑木山を皆伐するのは好ましい－少なくとも遊ばせておく

よりはましだ，ということになってしまう。森を見て薪1万束しか連想できな

いというのはまさにこのことだ。雑木山が雑木山として存立することで，市場

での評価とは別に数々の便益が生まれ，緑の喜びの源泉ともなりうるという事

実をしっかりと認識する必要がある。

現在のような経済状況がさらに続くとすれば，一時的にせよ，木材供給の戦

列から離れる森林が増加していくことになるであろう。が，これをもって資源

利用にむだが生じたとみるのは全くの見当違いである。不利な市場条件のもと

で木材生産を強行すると，伐採の仕方が乱暴になり，跡地の更新も不十分にな

りやすい。更新費用も出ないような森林で皆伐することこそ不合理きわまる。

むしろ，環境保全などのために専用しうる森林が増え，安全保障としての木材

備蓄量が大きくなっていることに，感謝してもいいくらいである2)o

また，わずかに残されている原生林ないしそれに近い森林はますます貴重な

存在となり，そこでの木材生産は一段と困難になろう。原生状態のもとでの収

櫻が技術的に不可能なわけではない。早い話が，最近マスコミをにぎわせた知

床国有林の天然林にしても，過去何回か択伐されているにもかかわらず，原生

林と呼ばれるほどの林相を保っているし，今回伐採された箇所ですらどこが伐

られたのか外観からはほとんどわからないという。老齢木が枯死する前に抜き

伐りして利用するのは至極当然のように思われる。

しかしその伐採行為が収入の確保に動機づけられているかぎり，過大伐採の

危険が絶えず付きまとう。保護論者は次のようにいうだろう。そもそも，なぜ

手を入れようとするのか，日本の国土のどこもかしこも人為が加えられてしま

い，原始の状態はほとんどなくなってしまった，せめて奥山の原生林ないしそ

れに近いものくらいは，自然のままに残してほしい，と。老齢木が風にやられ

て倒れ，その後から新しい若木が力強く育っていく。そうした自然の姿に感動

を覚える人々には，抜き伐りから得られる収入などものの数ではないのであ

る。

林学という学問は，森林荒廃の著しい18世紀末のドイツにおいて，予見さ

れる木材不足に対処すべく誕生した学問である。木材生産中心の功利主義的性

向はこのことに由来する。他方，原始の状態(wilderness)を保存しようとす

る自然保誰運動は，もともと功利主義への反発をばねにして発足しており，林

学とは基本的に反りの合わないところがある。初めのうちは自然保護運動への

賛同者はごく少なかった。だれもが貧しく，生活の樋を得るのに一生懸命であ

ったからである。やがて物質的に豊かな社会が実現する。しかし，その豊かさ

3

2）当面木材生産の対象とな

らない森林が経済状況の変

化に応じて再び生産圏に復

帰することは十分にありう

る。視野が長jWになればな

るほどこの可能性は高まる

が，それは鳥栖の中ではイ

ンプリシッI､な含意にとど

まり，当面の非生産的な森

林利用を排除する理由には

ならない。

自然に対する価値観の

変化

林業技術No.5491987．12
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3)JohnC.Hendee,Public

Opinion,andWhatFores-

tersShouldDoAboutit,

JournalofForestry,JUne

1984.WiniamA.Duerr,

Forestry'sUpheaval,JO-

urnalofForestry,Ja-

nuaryl986.

4)EricAshby,Reconciling

ManwiththeEnviron-

ment,StanfordUniv.

Press,1978.

評価基準の多様化と分

離施設
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と引き換えに，大切な自然をすっかり痛めつけてしまった。自然保護運動の支

持基溌が著しく広がるのは当然である。

先進工業国にほぼ共通して見られることだが，自然公園や国公有林に入って

くるレクリエーショニストの数は年々増え続け，かつさまざまな自然保護団

体・同好会等のメンバーも着実に伸びている。つまり森林との触れ合いを求

め，あるいは自然保護に関心を持つ人々の層がそれだけ大きくなっているとい

うことだろう。他方，燃材･を含む木材の総消費量の伸びはきわだって鈍化して

いる。人口1人当たりにしてみると，落ち込みが著しい。木材生産の場として

の森林の役割が相対的に低下してきたことは確実である3)。

わが国の総理府が昭和61年8月に行った「みどりと木に関する世論調査」

では，今後森林に何を期待するかについて，7つの機能の中から3つまでを選

ばせているが，木材生産は33％の票しか得られず第4位に甘んじている。6

年前の調査では55％を得ており，22ポイントもの低下になった。我々として

もこの事実を無視するわけにはいかない。

エーリック・アシュビーは自然の価値を4つのカテゴリー，すなわち「市場

での価値」「有用さとしての価値」「自然そのものに備わった価値」および「シ

ンボルとしての価値」に区分し，歴史的には後2者のウエイトがしだいに大き

くなってきたと述べている4)。森林についても同じことがいえるであろう。森

林の生産機能はおおむね「市場での価値」に対応し，水土保全，気象条件の緩

和といった働きは「有用さとしての価値」に対応する。従来森林の価値といえ

ば，この2つの実用的な価値が中心になっていた。

ところが，近年は実用的な観点というよりも森林そのものの内在的な価値に

着目して保護保存を図ろうとする傾向が強まっている。例えば自然の美しさに

感動を覚えるとか，「みどり」との触れ合いで安らぎを感ずるとか，あるいは，

森林の中を散策して生の喜びを実感するといったことがそれである。かつてジ
しゅんぺっ

ヨン・ロックは市場での価格付けと|峻別して「自然の本源的な価値(mtrinsick

naturlalworth)」という用語を用いたが，自然そのものに内在し，かつ人間の

存在と深くかかわるような自然の側面がいま，問題になり始めているのかもし

れない。

最後にシンボルとしての価値というのは，「ふるさとの森」とか「わが祖国」

といったことばで表現される性質のもので，多分に情緒的だが，決して軽視す

ぺきものではなく，シンボル価値の喪失に対してはときとして激しい抵抗が働

く。原生林などの伐採をめぐる近年の紛争も，シンボル価値をめぐる抵抗運動

の一面を備えているように思う。

わが国の森林計画においては，水土保全面での「有用さとしての森林の価

値」に配慮しながら，木材生産面での「市場での価値」をなるべく大きくする

ことに重点がおかれていた。この2つの機能ないし価値を両立させることはそ

れほど難しいことではない。つまり，森林の水土保全機能を低下させないで木

材生産を続けることは技術的に十分可能である。ところが，自然の本源的な価



値に由来する「喜び」や「安らぎ」は多分に主観的なもので，どのような状態

の森林が望ましいかについても意見が分かれてくる。健康で活力のある森林で

あれば何でもよいとする意見がある反面，自然の状態に近いものでなければ意

味がないと主張する人たちもいる。さらにまた，森林の中でのレクリエーショ

ン活動が軸となる場合は，活動をやりやすくし，かつ，その安全を確保するこ

とが求められるであろう。そのためには自然の森林を疎開し，道路や休息所の

ような人工施設をあちこちにつくらなければならない。これは人工的な要素を

増やすことであり，自然のままの状態を求める自然保謹の理念とは対立する。

人それぞれに好みがあり，しかも1つの場所で各人の好みを満たすことが不可

能である以上，それぞれ別の場所に準備するしかあるまい。それはまさにミシ

ャンのいう「分離施設」である5)o

加えて保護を主体とした天然林や集約なレクリエーションエリアで木材生産

を続行するのは概して困難である。まず第一に生産コストがかさんで採算をと
かくらん

るのが難しい。さらにこの種の森林において伐採などによる撹乱をどの程度ま

で許容するか，という問題がある。おそらく一般の合意がなかなか得られない

であろう。攪乱に対して比較的寛容な見方と一切の撹乱を許さない厳格な見解

とが対立する。したがってこの場合も，分離施設的な発想をある程度認めなけ

ればならない。従来どおりのいき方，つまりあらゆる場所で可能なかぎり木材

生産と両立させるという発想は，実現性が乏しいうえに，紛争を大きくする可

能性がある。ただし木材生産が排除された場所では，伐採収入に寄りかかって

森林の維持管理を図るというわけにはいかず，公的機関などがその管理責任を

全面的に負うことになろう。

すでに触れたように，従来の地域森林計画は一定の制約条件のもとで保続的

な木材生産の流れを最大ならしめることに重点を置く植伐計画であった。この

ような計画の枠組みは昭和26年の森林法に由来するが，当時は国内の森林に

対する伐採圧力がきわめて強く，過剰伐採を押さえることと造林面積を確保す

ることが重要な課題になっていた。各分期ごとに実行すべき伐採量や造林量を

定めることになっているのもそのためである。

しかるに近年では，許容伐採量の半分くらいしか伐られていない。拡大造林

の必要性もほとんどなくなった。伐採や造林の計画量を地域別に定めることの

意味が著しく薄らいでいる。今日の時点で大切なのは，そんなことよりも森林

利用の全体像を明らかにすることだろう。伐採の是非をめぐる論議にしても，

局所的にやっていたのでは「伐るか伐らぬか」のいずれかになり，生産と保謹

とを全体としてどのようにバランスさせるかという視点が出てこない。

森林は木材などの生産の場であり，我々の安全を保障してくれる住みか(oi-

kos)であり，レクリエーションの場でもある。この場合用途に応じて多少なり

とも異なったタイプの森林が要求されよう。例えば物質生産からいえば，有機

構造の比較的単純な若い群落が効率的である。また，生態系に特有な環境安定

化機能は，構造が大きくて多様性に富んだ成熟した群落が好ましい6》。さらに

5

5)E.T.ミシヤン・都留重人

訳；｢経済成長の代価，岩
波，1971,84頁。

マスタープランとして

の森林計画

6)E.P・オダム・三島次郎訳

：｢生態学の避礎｣，培風館

1974，第9章。
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7）アメリカ合衆国の山林局

が自然保護問題の処理で苦

境に陥ったのは，人々の環

境問題に対する意識の高ま

りを正しく評価できなかっ

たことと，外部の政府機関

や諸団体と経営責任を分け

合うことをためらい，かつ

意志決定過程の公開，ひい

ては住民によるチェックや

介入を好まなかったことに

あるとされている（拙稿，

林業技術者と環境問題，林
業技術,No.4501979)。

8）鈴木光男：隠面の倫理｣，

東洋経済，1975。
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レクリエーションなどの都市的利用にあっては，その目的に応じた森林構成と

人工施設を必要とする。

一定の地域的な広がりの中にこれらさまざまなタイプの森林がバランスよく

配置されていなければならない。特に，森林に対する価値観の基軸が多元化

し，かつ人々の好みや森林とのかかわり方が千差万別であるとすれば，多様性

を確保することが特に重要になってくる。森林の立地特性や植生上の特性をう

まく生かしながら，特徴のある森林造りを進め，全体としての多様性を高める

ことが，森林計画の課題になると思う。ただ，旧来の森林調査では木材生産の

ための情報が重点的に集められ，野生生物を含む自然環境の保全，都市周辺に

おける生活環境の保全，各種のレクリエーション的利用の可能性といった面で

の情報収集はすこぶる手薄になっている。また，特定の森林がそれらの用途に

向けられた場合のポテンシャルの評価手法も今後の課題として残されている。

もちろん，森林そのものの自然的特性とそれに基づく機能評価だけで，社会

的に受容可能な森林利用のあり方がきまってくるわけではない。森林の使い方

については，国民の各層で意見の相違があるのが普通である。そうしたコンフ

リクトの存在を前提にしたうえで，何とか協力してやっていける計画案を見つ

けなければならない。特定の技術者集団だけで理想的な森林計画が樹立できる

と思うのは大変な間違いである7》。少なくとも，ある1つの目的を定めて最適

化を図るといった，技術者好みの目的論的なやり方はまず通用しない。コンフ

リクトが存在するかぎりは，計画の意志決定過程に市民を参加させ，「市民相

互の責任ある応答」8)を通して解決を図るしかないのである。

見方を変えれば，そうした応答の場を準備するのが森林計画である。近年で

は地方自治体や市民団体などが，森林利用の分野にも積極的に乗りだし，さま

ざまな緑地構想を提案しているが，そうしたものの中には技術的合理性を欠く

ものがあったり，あるいはまた，個別的なプラン相互間に重複や矛盾，整合性

の欠落などｶﾖあったりする。森林計画の立案者は，これらの問題点を指摘して

市民相互の討論を促進するとともに，適切と思われる代替案を積極的に提示

し，バランスのとれた森林利用の実現を目指して努力すべきである。

地域および国レベルの政治過程を通して一定の合意が得られたとすれば，そ

の森林計画は文字どおり「森林のマスタープラン」としての役割を担いうるで

あろう。ここでいうマスタープランとは，「超長期の視野に立って森林の有す

る種々の機能と役割を踏まえつつ，街の中の森林から山岳地帯までを視野にお

さめた統一的な森林の配置計画」をいい，それに基づいて森林利用にかかわる

各種の公的プランが有機的かつ一体的に講ぜられるよう調整が図られることに

なる。

とはいえ，木材生産中心の世界で育ってきた林業技術者が上述の意味でのマ

スタープラン立案の担い手になれるかどうか。森林計画制度の危機は，林学の

危機でもある。

＜完＞
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’ 手束平三郎

新しい国有林像形成の試みⅢ

3．新国有林の経営方式と

事業・財政の仕組み

1．総論

B以上のようにして区域が法的に定まる新しい国有林

の経営方針は，当然基木的に前号Ⅱ－2で指摘した4つ

の存在意義の達成を目的として定められることになる

が，それを遂行する態勢作り上配慮すべき要点は何だろ

う。いろいろな価値を指向し，また行動様式も異なる仕

事を統一経営体として総合的，能率的にこなすための工

夫が要る。

A全体として開かれた国有林のイメージ作りが大切だ

が，まず第一に，“異質の行動原理に基づく事業を区分

して，組織内部の任務分担を定めること"，第二に“区

分した事業のそれぞれに財務勘定を設けて事業成果を明

らかにすること"，第三に‘事業相互間の有機的な連係

が一経営体としての総合成果を生み出せるような幟成に

すること”だね。

Bなるほど，それは僕の考えていたことと一致する最

も適切な指摘だ。その線を押していって具体的に事業区

分をすると次の3つになる。

①国民の付託を受けた森林を長期的な視点でひたすら

よく育てることを目指し，施業目標達成のための技術的

合理性を貫徹すべき部門。

②特に官業の硬直性を去り，守備範囲の独立採算性を

堅持して，林産物の販売・森林林地の利活用のため，弾

力的に市場原理に即する企業性を追求すべき部門。

③一般の公共事業的なセンスをもって，森林土木施設

等の作設および維持管理を厳正かつ効率的に実施すべき

部門。

A大体いい線のようだ。だが①と②は内部矛盾を起こ

すおそれはないか。

Bそこだよ。従来はドンブリ勘定で互いに綱引きの形

になるすきまがあってまずかったのを改めるのだ。

A収入を上げるために無理して伐ったりすることね。

勘定を分けたって，その相互関係は同じじゃないか。

Bいや，②の企業性の追求は①から生ずる林産物の販

売と，特定の森林林地の利活用の分野に限定するわけ

だ。

A公益的な活動と営利的な活動を区分する趣旨か，そ

れならば，なぜ①と③とを分けるのだ。

Bそこにも重要な考え方のミソがある。国有林は国が

大規模の植物群落を所有し，森林施業という独特の技術

的取扱いを通じて良好な森林を育成するところに唯一最

大の特長があるわけで，これが統一経営体としての統合
か妬め

の要だから，これを特出することによって先に論じた国

有林存在の意義が浮き彫りになるわけだ。公益上の仕事

という点で共通性はあっても，生物を取り扱って生産物

を生み出す森林施業と，施設の作設を主とする一般の公

共事業とは性格も実施に当たる者のセンスも違う。

A大体はもっとものように思うが，たしか民有林の助

成面で造林事業は公共事業に入っているね。

Bこれは各私経営体に対する補助金が，予算費目とし

て造林事業の公益性に立脚した取扱いになっているとい

うことで，事業の実行形態にこだわらない区分なんだ

が，国有林はそれ自身が事業体なんだから，そこに着目

して区分をする必要がある。
かなめ

Aすると，①を要にして②と③へ両翼を張ったような

総成にするわけか。

Bそのとおりだ。②は①から発生する営業部門を，③

は同じく①の基盤となることを含めて国土一般の基盤を

建設する公共事業の一環として織成される。

A①と③の区分はまずその考え方でよいだろう。従

林業技術No.5491987．12
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来，事業勘定と治山勘定が分かれていたという実績もあ

るようだし。だが，①と②の区分に関連していま1つ重

大な疑問があるね。

Bそもそも林業とは，という考え方の問題か。

Aそういうことにもなるんだろうが，僕は林業専門分

野の観念的な命題にはあまり関心はないよ。ただね，従

来国有林経営の成果は育成から収戦までを通ずる損益計

算で検証されてきたと聞いているが，独立採算性が①か

ら生じた収穫物の取扱いを対象とする②の範囲に限定さ

れるならば，①を含めた損益計猟は意味を失うのをどう

するかということだ。方法はともかくとして，国民のた

めの森林経営である以上，その成果がなんらかの指標で

もって一般に公開されるような仕組みは不可欠だ。開か

れた国有林にするためにもね。

Bわかった。結論として，従来の損益計算方式は廃止

して①の森林施業の成果は別の表示方法をとることを工

夫する。僕も林学士のはしくれとして，伝統的な先號の

苦心の跡をオーソドックスに生かさないのはつらいけれ

ど，心を静めて考えてみると，今やそうすべきだという

3つの理由がある。詳しく説明する暇はない力ざ，第一は

林価算法や森林較利学を生み出した本家のドイツですら

国有林経営指標としての損益計算は，森林経営の総合指

標の位置を下りて参考指標的な意味に転化し，むしろ施

業計画の実行照査そのものに実践上の重点が移っている

とみられること。第二は鋪2次大戦後に特別会計になっ

たことから，ドイツの戦前方式に学んだ国有林で日本的

な工夫が加えられたのだが，現行の方式を含めて，一応

形式は整っても林業の実勢値としての意味が鮮明にはな

りにくいこと。第三は公益目的の森林施業の比重が増加

するが，公益機能の評価方法が国際的にもまだ定立して

いないことだ。

A戦後に始めた日本のやり方は先進国間でも評価され

ていたんじゃないのか。

B22年からの"蓄積経理方式”については，来日した

ドイツの山役人が褒めたという話もある。しかし標準伐

採魁の考え方が現実の成長通を超過した30年代の初め

ごろからしだいに意味が薄れた。それで49年から改め

られて現行の“費用原価方式”になったわけだが，これ

はいわば一般の会計論に基づく通常の法人経理のやり方

であって，林業の特徴に基づく格別の考案は含まれてい

ないから，いわゆる‘‘森林経理”じゃないといわれる。

その辺の論議は学者にまかせてよいことだが，致命的な

のは形は整っても林業の実勢感覚に合いにくいことだ。

林業技術No.5491987.12

A民間林業ではどう計算しているのだ。一流会社で山

を持っているところもあると聞いているが。

B法人会計_上の規則，特に税務上の定めに従った計郷

はされている。しかし短期の出入りの検証についてはと

もかく，長期的な林業経営成果の実勢値だとは関係者の

だれもが受け止めていないね。だから林業分野の企業行

動指針として重要視されていない。要するにこの部門の

方法論に関する追求は，学者の論文種にはなってもなか

なか現実味のある実践指針につながりそうもないんだ。

本家のドイツでも経営実務者と学者の間で1960年ごろ

に相当な論争があったそうだ。

A君のいうような状況なら，今そこは割り切って考え

るのが賢明かな。

Bそこは割り切って別の指標を考案するほうが，君の

いう開かれた国有林像作りにより役立つと思う。そのこ

とを含めて各事業と勘定別の議論に入ろうよ。

2．国有林の森林施業一森林育成事業

B国有林の新しい存在意義にかんがみて，森林施業を

その中躯的使命として位憧づけ，「施業規程」と「森林

勘定」を設ける。

Aそれに異論はないが，損益計算をやめるとなると，

長期の投資事業としての成果を何で表示するのだ。それ

こそ君のいう唯一最大の特長に即するなんらかの代案が

要る。

Bそれはおくればせながら今のドイツ方式なども参考

にして工夫を加え,実縦枕証方式－いわゆるSubstan･

tialtermgを主とする手段に切り替えるわけだ。わか

りやすくいえば，育成した森林の量および質を適時適所

について公開するシステムだ。育成に要した経費を含め

てね。

A要するに，森林施業の成果をガラス張りにするの

か。

B内部的には施業計画照査の一環に位置づけてそのシ

ステムを作る。前にもいったように，公益施業について

はその成果にほとんど市場原理がかかわってこないし，

林産施業林に限っても数十年，数百年後の収穫を期する

となれば，これが最も現実的な効果の検証手法になる。

もちろん，最新の擬器を利用するわかりやすく効率的な

表示テクニックを開発しなくてはならないが･･…．。

A施業方針は森林ごとに定めるのだろうね。

B当該森林が国有林となった意義の主たる目的別に，

地区または林分ごとの施業目標を立てて施業計画に折り

込む。それには部外の意向を加えた合意形成の手続をと



る。

A森林勘定の支出を賄う仕組みをどう構成するのだ。

B次の論題になるが1－②の趣旨で設ける販売利用事

業の営業勘定から，収謹対象林分の立木代相当額や利活
うつしかえ

用対象となる林分の貸付料相当額を移替する。また，国

土保全等の公益林育成に要する経費相当額は，これもあ

との論題の1－③の趣旨で設ける公共施設勘定からの移

替の形で一般会計から導入する。このほか森林資源基本

計画に基づいて定まる拡大造林の植栽費なども同様の処

理になる。

Aそれで森林勘定の支出を賄いきれないときはどうす

る。

B公共施設事業で治山事業や幹線林道事業・保健休養

林の基盤的な施設・後述の山村対策的諸掛かりなどを受

け持てばおよそは賄えると思うが’努力を尽くしても不

足する場合の一般会計原資からの追加導入の可否は，そ

の時々の，政策的判断にゆだねざるを得まい。駄目な場

合は林産対象林の育成施業が先送りされることになる。

ただここで収稚対象林分を増加する操作は絶対にやらな

いし，やれない仕組みにしておくのがミソだ。7,400万

haのアメリカ国有林も大幅な支出超過の中で，ここのと

ころが非常にしっかりしていて，優良資源が大量に維持

されている。ドイツ各州も近年は支出超過の傾向だが，

そのための伐り過ぎは断固としてしない。わが国有林も

これからはたとえ資金不足の年があってもそのために収

趣の計画は動かさないという鉄則を確立したうえ，不足

胤鑛の処理は状況公開下で政策上の選択にゆだねる｡そ
こでは育成施業繰り延べの可否が論ぜられることになる

だろう。近年の緑ブームもこのような場面があってこそ

大きな意義につながるんじゃないかと思う。

Aそう決心するなら仕組みとしてはそれが最善だろ

う。次に林道施工の勘定区分はどうするのだ。

Bこれもあとの論題とまざるが，前もって林道投資の

処理案を一括しておいたほうがわかりやすいね。地域と

しての幹線林道は公共施設事業，経営基盤林道は森林育

成事業，営業林道は販売利用事業でそれぞれ区分して所

管するが，前二者は維持管理を継続して永久施設とし，

後者は期間施設として，使用期間終了後撤去原状復帰を

原則とする。所属勘定ごとの資産上の取扱いはこの原則

に即して行う。

A要するに，地域幹線林道以外は自前になるのか。

Bそうだ。ついでに資産の勘定別についても一括した

ほうがわかりやすい。土地森林は一般に森林勘定の資産

9

だが，森林育成事業以外の事業で作設した施設は，各事

業が管理して該当勘定の資産とする。また，立木代相当

額を森林勘定へ移替した収職対象林分は収種作業終了ま

で，また，土地森林の貸付代金相当額について同様の処

理をした林分は利用期間終了まで販売利用事業の所管と

し営業勘定の借受資産とする。そしてこの部分は林道を

含めて損益計算の対象となる。

A借入金の関係も勘定別に違ってくるね。

Bそうだ。公共施設勘定は全部一般会計だから借入金

はしない。営業勘定は独立採算だからこれは必要に応じ

てする。森林勘定は原則としてしないが，特定の経営避

盤林道の開設費について，販売利用事業との関係で，一

定期間の移替収入の範囲内において，確実な償還計画の

立つ場合についてこれを行い得るようにするのが弾力的

な処理方法になるだろう。

Aうん，だいたい森林育成事業・森林勘定の内容とそ

の他のものにわたる横断的な仕組み案が頭に描けた。

3．国有林の営業活動一販売利用事業

B次は②だが，国有林ほど応用動作専門で長く事業活

動を続けてきた官庁はまずないだろうね。

Aうまくやってきたという意味か。

Bよくいえばそうだが，悪くいえば大きな工夫をおろ

そかにして，小さな工夫を凝らしてきたということにも

なる。現在の国有林野事業とは森林の育成と利用のため

に愛用を投じ，林産物の販売と森林・林地の利活用によ

り収入を得る活動を総称するわけだ。ところがⅡでも話

したように，現業官庁として，通常の役所ならすること

のない“商売”をするについて，法定された特有の資絡

を与えられていない。

A経営の基本に関する法制がないんだから。その根っ
●●●●●Q●●■●●●●●●●●●●●●●●●●

こから積み上げないで一部の事業についての法制を考え
●●●●●■･●

ることは難しいね。

Bだから財政法・会計法などの財務関係，国有財産法

・物品管理法などの管理関係の諸法令に準拠する官庁一

般の処理原則のいわば寄木細工のような構成でもって応

用動作をやってきた。したがって民間事業的な能率性が

要請されても，一貫した営業的なセンスによる運営につ

いては当然の限界があってスマートな展開を期し難い。

これはI(NQ547論蝋）でも触れた事業官庁らしからぬ
はんぷんじよくれい

繁文褥礼批判のもとをなしている。本音が建て前に制約

されることから脱却して，建て前のほうを本音に合わせ

ることが，開かれた国有林への制度作りの要点だろう。

Aそれを改めるために法制化の中で事業資格を明記し

林業技術No.5491987|．12
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ようというわけだな。

Bそのとおりだ。例えば現在国有林産物の販売といい

ならわされているのは実は俗称で，法的にはあくまで処

分であり売払いだ。国は本来その財産や物品一国有林

の場合立木が財産で素材が物品なんだが一反復継続し

て売ることはない。売るのはそれが不要になった場合で

ある。だから郵便事業・旧鉄道事業・旧専売事業などの

ように，特別の法律の定めがないかぎりは，要らないか

ら払い下げるという建て前の法令が適用される。そんな

無理筋でも何とか工夫でしのいでこれたのは，木材一般

の売手市場が続いたことと国有林資源の優位性による

が，今や両者ともに様変わりしている。

A全国的な在庫管理システムなんかもできていない

ね。

B大規模の近代的な販売活動には，最新の機器を駆使

する在庫管理・情報管理・マーケティングリサーチ手法

などを整備せにゃならんのは当然だが，法制整備なしで

設備をしても仏作って魂入れずの典型になるよ。

Aそこは文字どおりの営業活動ができるように法律を

整えなくてはなるまいが，いま1つ問題が生ずるね。Ⅱ

－2－4の国有林の存在意義として民間で育成すること

が困難な優良大径材の生産を位置づけたが，将来これは

国産では国有林のほとんど独占的な供給態勢になる可能

性があるという君の話だ。しかし必然的に伴うという50

～60年程度の育て方をする材の市場供給は民間との競

合じゃなくて共存協力というビヘイピアを設定したこと

だ。この任務を背負って純粋な営業ができるだろうか。

Bさすがに肝心な点を指摘してくれたね。そこはキチ

ンとした考え方に立たねばならない。従来国有林と地方

木材業界はパートナーであるべきだといわれたが，よく

分析すればこれは国有林が営業者としてよりも，資源の

優位性をバックに，国として林産振興という地域行政の

立場を踏まえての対処を要望する声なんだね。ここのと

ころは民有林の存在も併慮して，スマートな対等関係へ

のベースチェンジが必要になる。近来国鉄も電々も民営

化したし，市場原理に添った行動において国家的な大規

模企業のサービス活動が強調され重視される時代になっ

ている。国有林経営の中のこの分野はそういう姿への定

着を指向する努力が必要だ。これは新法の体制が整え

ば，日本的な実践として期待できるんじゃないか。NT

T､JRの脱皮した姿を見てもね。素地はあるんだ。そ

れを徹底させることも，対人活動要素に満ちた営業部門

を，自然生態への依存度の高い育成部門と分ける大きな

林業技術No.5491987.12

理由の1つだ。

Aわかった。さてもう1つの林野の利活用のほうの現

状にも似た椛造があるのを直すのか。

Bそうだ。国有林野法が国有財産法の特例法になって

いるのは，古い沿革のある分収林と共用林があるから

で，あとはほとんど母法の精神が一貫しているから，国

有林野の貸付または使用許可に関する取扱いは，本来

“事情やむを得ない場合”においてのみ例外的に処理す

るという限定思想が底流にある。例えば国設スキー場と
いりこみ

称するものも，実態は別として，法制上は入込や施設の

対象地を限って国有林経営上の支障を防止する趣旨だか

ら，大いに客を呼ぶ心掛けとば建て前上無縁だ。だから

積極的な姿勢をとろうとすると何かとひっかかりが出て

くる。最近は国有林野をリゾートに活用する要諦も大き

いけれど，国有財産には昨年定められた信託権のほかに

は私権を設定することができないので，民間活力の導入

について金融面その他の制約が少なくない。また国有財

産は出資の対象にすることができないから，国有林側は

土地所有者としての監督が限界で，国有林野を第三セク

ターなどに出資してリゾートと経営に参画することもで

きない。

A法制を整えたって運営のタレントがなければ駄目じ

ゃないの。

Bそりゃそうだが，機会が与えられなければタレン|、

は育たない。木材販売に比べれば歴史は浅いが，磨けば

光るセンスのある人材は少なくないよ。建て前の仮面か

ら解放されればきっと伸びる。

Aじゃあ，それは信用しておこう。なお利活用の事業

にはⅡ－2－3で論じた公園管理権限のことも関係する

ね。

Bそうだ。少なくとも他省庁の監督をうけてじゃなく

て共同所管でやれる方向にすることが，国有林の技術と

管理能力を国民のためにより役立たせることになるか

ら，その方向への法制整備が必要だと思う。そしたら自

然公園内国有林を場とする保健休養のための積極的な利

活用の自主性が確立する。

A入山者にしかるべき受益者負担をしてもらうことは

どうなんだ。

Bそれもそれにふさわしいサービスの態勢作りが前提

だ。要するに良木販売・良質サービスによって対価を得

る国有林の開かれた営業活動を「販売利用事業」と呼

び，「営業規定」を設けて実施できるように，法制整術

をすることだ。



A多くの既成法の改正にかかわってくるから，ひとつ

ひとつを改正する形じゃなくて，君のいう“新国有林野

法”の緋成の中でまとめて改正をうたうやり方が妥当

だ。

Bその辺のところはうまく考えてほしい。

A山村経済の振興とか，災害時の応急対策のための販

売は営業活動の対象にふさわしくないのじやないか。

Bそれは③の公共施設事業との連係で公共施設勘定か

らの掛り増分補填でやるのが筋だ。行政的な要諦からく

る国有林野の廉価利用についても同じだね。行経分離と

いっても国の経営の場合，通常の対境関係の維持という

ことのみではなかなか割り切れない行政的な要請とのか

らみをこんなふうに工夫する。

Aすると営業勘定の収入は林産物販売代金・林野と施

設の貸付使用料と今いった特殊ケースの公共施設勘定か

らの移替額か。

Bいや，すぐには無理でもいずれは受益者負担金や出

資配当金も加わる。支出は時価による立木代金相当額・

利活用対象林分の借受代金相当額，伐出費・保健休養施

設費などだ。原則として森林育成のための施業はしない

が，立木収溌後の整地とか，保健休養地の花木植栽など

の軽作業は例外としてよいだろう。

A主体は完全独立採算で民間なみの能率性を発揮でき

るようにするということだな。わかった。次に移ろう。

4，国有林の公共施策活動一公共施設事業

B国有林は国土の20％，林野の30％に及ぶ国有林野

を管理経営する事業体であることは，Ⅱ－2の見直しで

出入りがあってもあまり変わりがないように思われる。

だから民有林を含めた国土・資源政策や産業・経済政策

上必要な森林，林業政策の国有林野にかかわる部分の施

策については，国有林の組織で受け持つのが自然だ。

Aそれらの一切を地方行政にゆだねるという考え方は

どうなんだ。

B出先機関の所在や実行態勢からしてそれは非効率だ

ね。森林経営と一体化した処理が困難になる。また，地

方財政の義務負担分を国有林野につぎ込むことになるの

もまずい。

A要するに以前は経営余力で政策的な事業費まで賄っ

ていたのを一般会計負担の仕組みにするわけだね。

Bこの部分は異論の少ない考え方だと思う。主な事業

は，④治山治水年次計画の国有林野部分となる治山事

業，、森林資源基本計画に基づく林道事業の中の国有林

野部分となる幹線林道事業の作設維持，⑧保健休養・自

11

然教育環境作りのための基盤的な施設,e地元農山村経

済振興のための施設，⑳国有林野にかかる災害対策・救

難事業，等だ。これらを「公共施設事業規定」と「公共

施設勘定」を設けて実施する。

A事業実行経賀のほかに他勘定への移替費用があった

ね。

B先に話した①と③へのものがあるが，国有林野事業

への一般会計からの繰り入れの窓口は一本化したほうが

よいと思う。そこで同勘定の収入は全部が一般会計から

の繰り入れ，支出は各事業費および他勘定への移替額に

なる。当然借入金はしない。

Aわかった。これで国有林野事業を3つの性格に従っ

て内訳し，経営規定と勘定を3区分する仕組みができる

が，漏れる仕事はないかな。

B大体取り込んだはずだが，分収造林・分収育林の新

法制の中での位置づけはいま少し進行の経過を見てから

にするほうがよいように思われる。

5．その他およびまとめ

A経営統合のための管理部門はどうするのだ。

B各勘定への割かけでいま1つ「管理共通勘定」を設

け，それによって管理部門を組織することになるが，そ

れは3区分の結果必然の事務的帰結だから，内容を取り

たてて今論議しなくてもよいだろう。

A勘定区分やその間の出入り，財産の区分管理などで

相当複雑な事務体系になるが．…．．。

Bでも近年は事務機械が格段に発達したから，基礎の

考え方さえしっかりしておけば，計数処理自体はそう難

しくはないだろう。

Aそれはまず心配あるまいね。僕が本号の3－1の総

論でいった新体制作り上の3つの注文は満たされる。一

般会計との関係についても体系的な法則ができるから，

これは相当評価できる案になるよ。前号1から一貫して

基本法制と各規定の要綱の案を作ってみよう。

B是非早くやってみてくれ。この構想が実現すれば，

多岐にわたる新国有林の総合的，能率的な枠組みを湛

え，国民の付託にこたえる森づくりを推進し得る体制を

具体化できるとの期待がふくらんでくる。（終わり）

（てづかへいざぷろう・林政総合調査研究所／理事長）

林業技術No.549]987.12
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古川久彦

きのこを取り巻く最近の諸問題

はじめに

シイタケ業界の大きな行事に乾シイタケの品評

会とその表彰式がある。これには2つの流れがあ

って，1つは日椎連主催，他の1つは全農主催，

どちらも林野庁が後援し毎年ほぼ決まった時期に

開催されている。全国から多数の生産者，指導者

など関係者が集まり，国会の先生方や関連団体か

ら来賓を迎えて盛大に執り行われる。筆者も東京

で開かれる際には必ず出席させていただいている

が，この2，3年間の来賓の祝辞の中には「今は

円・ドル関係で乾シイタケの輸出が抑えられて非

常に苦しいときである。だがもう少し我慢して

……」の意味のことばを決まったように耳にす

る。たしかに今は1ドル134～135円といった異

常事態であり，そのために乾シイタケといわずあ

らゆる輸出品に激しい影響が及んでいることはよ

くわかるが，一体生産者はいつまで我慢すればよ

いのだろうかと，ついそんなことを考えてしまう

のである。

乾シイタケの輸出の不振も大きな問題である

が，最近特に目立って多くなった生シイタケの工

業的生産体系も，きのこ業界に大きな波紋を投げ

かけている。なかでも唯一の生活の糧として零細

ではあるがまじめに取り組んできた山村の生産者

は，大企業の参入によってひとかたならぬ不安を

抱いているのである。

シイタケ栽培の歴史

日本のきのこ栽培は，まずシイタケから始めら

れた。今からおよそ330年ほど前に，大分県の津

久見市の山中において，源兵衛なる人が広葉樹を
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なた

使って鉈目式栽培を行ったのが最初であるといわ

れている。鉈目式栽培というのはクヌギやコナラ

を伐倒し，鉈で樹皮に傷をつけてから山に放置し

ておくと，まもなく空気中に浮遊しているシイタ

ケの胞子が傷（鉈目）に付着する。胞子は適当な

温度と水分を得て発芽し，菌糸となって材中に侵

入，まん延し，やがてきのこが発生するというわ

けである。樹皮に鉈目を入れたのは空中に浮遊し

ている胞子が付着しやすいための手段で，これが

最も原始的な栽培法ということになる。

その後明治の後期になって収集した胞子を水に

混ぜて樹皮の表面に散布する方法（胞子接種法）

が考案され，続いて大正の中期にほだ木の一部を

削り取って，これを原木に埋め込む方法（菌糸接

種法）が発案されたが，胞子の不発芽や害菌によ

る菌糸の障害などのために，これらの方法はいず

れも不安定で，十分な収量を期待することはでき

なかった。

そして昭和10年，わが林試の大先誰北島君三

博士によって「椎茸栽培上種菌としての培漣菌糸

の価値」なる研究成果が発表され，これに基づい

て純粋培養菌種接種法が考案されたのである。こ

の方法はナメコ，エノキタケなどシイタケ以外の

きのこにも適用された。そして，これによって菌

の活着率は向上し，収鐙は倍増し，きわめて安定

じた栽培体系の確立をみたのである。

最近の林野庁の統計によると，昭和61年度の

食用きのこの総生産額は実に2,300億円を突破し

ているが，きのこの生産が今日のごとき隆盛をみ

た発端は，この優れた着想によるものといっても



決して過言ではなかろう。

菌床栽培の普及

このようにして，きのこ栽培は発展の一途をた

どってきたが，当時の栽培はもっぱらクヌギやコ

ナラの丸太を用いた原木栽培で，きのこの発生も

自然の気象条件にゆだねた自然栽培であった。

どんな作目もそうであるように，栽培規模が拡

大されて生産者が増えてくると，当然のことなが

らさまざまな支障が生じてくるものである。シイ

タケも例外ではなかった。予想していたことでは

あるが，案の定昭和40年ごろになって原木不足

の問題が大きく持ち上がった。流通過程の途中に

原木業者が介在し，法外な値段で取引が始まっ

た。ここで困惑したのは生産者である。なんとか

原木に代るものはないだろうかと思案を尽くした
おがくず

結果，思いついたのが鋸屑の利用であった。当時

の製材所には鋸屑が山と積まれ，その処理に困っ

ていたのである。したがってこの着想はきわめて

当を得ていたわけである。そして鋸屑に米ヌカを

混ぜ，水で練って箱やピンや袋などに詰め，これ

を培地とするいわゆる菌床栽培が始まったのであ

る。

この方法は培漣室や発生室を必要とするなど施

設園芸的な栽培法であるため，原木栽培に比べて

施設費はかさむが労働力が軽減され，無菌的操作

が加わるのでなんとなく近代的な感覚を与えた。

しかも人工気象条件下できのこを発生させるため

に，希望する時期に収穫できるなどの利点もあっ

て，いわゆる企業が大きな関心をよせたのであ

る。今では菌床栽培によって工業的生産を検討し

ている企業はかなりの数に上っているし，すでに

大量生産にとりかかっている企業も10社を下ら

ない。

現在市販されているナメコ，ヒラタケ，エノキ

タケ，マイタケなどのほとんどの種は菌床で栽培

されているが，最近はシイタケもこの方法による

生産が急速に増えている。

菌床栽培の問題点

このように一見近代的生産体系と思われる菌床

栽培にも全く問題がないわけではない。特に最近

可
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写真．l鋸屑培地によるシイタケ栽培

？’
蓋I

は食品の本質に触れる重大な問題もからんで，前

途はかなりきびしいものがある。

菌床栽培の問題点としてまず第1に挙げられる

のは，きのこ（子実体）の品質低下であろう。シ

イタケは本来広葉樹に生える性質を持っており，

自然界では針葉樹から発生することはきわめてま

れである。それにもかかわらず栽培に使われる鋸

屑の樹種は針葉樹が多い。この欠点を補うために

添加する米ヌカその他の栄養剤も過剰使用の感が

ある。しかも早期収稚ときのこの形態を重んずる

あまり，過温・過湿の条件を与えている。これで

は正常なきのこに育たないばかりか，シイタケ本

来の持ち味が失われることになる。

時は進み，科学は日増しに進歩する時代であ

る。最近では菌床栽培の技術も改善され，あの水

分の多い，肉薄だったきのこも，形も色も整い，

肉質もしっかりと引き締まったものがとれるよう

になってきた。これは，その品種の生理・生態的

性質に合った条件下で栽培するようになったため

であるが，1つだけ満足し得ない点が残された。

それは，シイタケ特有の香りである。

残念ながら現在の菌床栽培の技術では，それぞ

れのきのこが持つ本来の香りを生み出すことは難

しい。形，色，味，それに香りの4要素が整っ

て，初めてそのきのこの特徴（良さ）が現れるの

である。香りはきわめて重要な要素であり，香り

のないきのこは，気の抜けたワサビに等しい。最

近は気の抜けたワサビのような食品を好む世代が

増えていることも見逃せないが，当面培地材料の

林業技術No.5491987．12
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改善によって香りの点を改善する必要があろう。

もちろん成分育種によって基本的解決の道も残さ

れている。

第2の問題点は適性品種の欠如であろう。ナメ

コやエノキタケのように古くから菌床栽培が行わ

れてきた種はそうでもないが，シイタケのように

原木栽培一辺倒であったものが急に菌床栽培に切

り換えた場合，困るのは適する品種がないことで

ある。

原木に適する品種が，そのまま菌床にも適する

というわけにはいかない。もちろん種菌業者をは

じめとして関係機関が，菌床栽培用の品種の育成

に積極的に取り組んでおり，特に針葉樹に適する

シイタケの品種の開発に力を注いでいる。従来か

ら行われている交配のみでなく，細胞融合や遺伝

子組換えなどの，いわゆる先端技術の応用に大き

な期待がかけられているが，今のところ細胞融合

によって変異菌の作出に成功した事例のいくつか

は話題になったが，実用的品種として公表された

ものはない。

第3として挙げられるのは，食品としての安全

性の問題であろう。最近，菌床栽培用として増収

剤・栄養剤の名で市販されているものがある。こ

れを使用すると菌糸の生育が促進され，良質のき

のこが増収されるという。もしそうであるとすれ

ば，それは大変けっこうなことであるが，反面き

のこの質が軟弱化する，悪臭がある，今までにな

かった病害が発生するなどの弊害がしばしば起こ

っている。

きのこは与えられた物質をすなおに吸収し，濃

縮した形で体内に蓄積する性質を持っているの

で，培地の成分が直接きのこの成分に関係するこ

とは明らかである。増収剤・栄謎剤といわれる製

剤がどのような成分からなっているのかはわから

ないが，もし食品として不適当な成分が含まれて

いるとしたら大問題である。

このことは病虫害防除のための農薬の不正使用

についてもいえることで，万一このようなことが

起こったとしたら，きのこはたちまちにして売れ

なくなるであろう。せっかくここまで築き上げた

斜鍵技術No.5491987.12

自然食品としてのきのこの地位をこわすような行

為は絶体に許してはならない。場合によれば法律

に基づいたきのこ栽培用培地の規制が必要になる

かもしれない。

山村農家を圧迫する企業の参入

第4には企業の参入によって受ける山村農家へ

の圧迫をどのように解決するかである。きのこ栽

培の方法が施設園芸的もしくは工場生産的になる

につれて，山で栽培されていたきのこが里に下

り，そして今では町に住みつくようになってき

た。つまり林業の範ちゅうにあったきのこ生産

は，今や農業に移り，やがて工業に移行しようと

している。大型の栽培施設を導入した大企業の参

入が目立って増してきた。このような流れの中に

あって，林業の不況に打ち勝つべく，たった1つ

の頼みとしてきのこ栽培を続けてきた山村農家へ

の圧迫はますます強くなるであろう。この問題を

どのように考えていくのか。当面の行政上の大問

題である。

山村でなければできないようなきのこの栽培を

導入するのも1つの方法であろう。例えば菌根性

きのこを含めた野生きのこの林地栽培である。こ

の体系は研究途上にあって不明の点は残されてい

るが，林地を利用し，しかも繊細な栽培管理を必

要とするだけに，現在のところでは施設園芸的な

いし工場生産的体系には乗れないであろう。

進出箸しい諸外国のきのこ生産

そして最後に挙げたい問題は，諸外国との競争

である。もともと日本が独自に開発したきのこの

栽培技術といえば，原木栽培による乾シイタケの

生産技術である。この技術では日本は世界のどの

国にも負けることはない。菌床による栽培技術

は，フランスで発達したマッシュルーム（ツクリ

タケ）のそれを改良して導入したものにすぎな

い。したがって欧米が先駆者で，その合理的栽培

体系には日本は足もとにも及ばない。また，シイ

タケをはじめとして日本で栽培されているすべて

の種は，すでにほとんどの国で栽培されている。

しかも東南アジア諸国のように栽培基質，気象条

件，労働力など栽培に欠かせない諸条件に大きく
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写真･2店頭に並べられたシンガポール産の生シイタケ

恵まれている国が多く，これらの国では生産コス

トの点からみて日本の1/10程度で，同じ程度の

品質のきのこを生産することができるであろう。

本年9月に，西ドイツのブラウンシュバイク市

で第12回国際きのこ会議が開かれた。この会議

は，世界のきのこの研究者と熱心な生産者が一堂

に会して，研究成果の発表や情報の交換を行うも

ので，筆者もこれに参加し仲間との親交をあたた

めた。また会議終了後はオランダとフランスを訪

れ，きのこ栽培の現場を視察した。今ヨーロッパ

では，完成されたマッシュルームの生産体系の中

にヒラタケやシイタケを導入し，数量的には明確

でないがすでにいくらかの生産を上げている。特

にオランダでは，ベット方式によるシイタケ栽培

に成功しているし，フランスでは同じ方式でヒラ

タケを生産している。彼らの栽培方式が今後どこ

まで伸びるのかは予想できないが，ともかく今世

界のきのこ生産は我々が予想していた以上に進ん

でいることは事実である。

最近は生鮮食品の輸送技術が進んでいる。将来

は東南アジア諸国をはじめとして，これらの国か

らの輸入が全くないとはいいきれまい。こうなれ

ば日本にとっては，まさに脅威といわざるを得な

い。今こそ専門家を海外に派遣し確実な情報を集

めて，その上に立って日本がとるべき今後の方向

を真剣に検討すべきである。

このような情勢の中にあって，日本が冠として

誇れるものがある。それはシイタケについての育

種の技術と，それによって得られた数々の優れた
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品種である。特に品種の判定技術は世界の頂点に

あって，植物の新品種の保護に関する国際同盟か

ら，世界のきのこの新品種の審査は是非とも日本

でやってほしい旨の強い要望があるほどである。

たとえきのこの実質的生産技術は他国に後れをと

ったとしても，基礎的・学問的分野においては決

して後れてはいない。日本で開発した品種は日本

の宝である。かけがえのないこの貴重な遺伝子を

大切にしたいものである。

おわりに

以上きのこをとりまく最近の問題点を挙げてみ

た。このように考えてみると，現在の菌床栽培に

は問題点が多すぎるように思う。今世界のきのこ

生産の方向が菌床栽培による工場的生産に傾いて

いるおりでもあり，日本においてもこの流れは現

在以上に増えてくるであろう。また日本のきのこ

生産を大きな立場に立って考えたときに，この流

れも将来健全な方向に育てていかねばならない生

産体系であると思うのである。

一方，日本で生まれ，日本で育ったシイタケの

原木栽培は，いかに菌床栽培が増加したとして

も，決してつぶれるものではない。伝統的な日本

料理や格調高い中国料理がこの世からなくならな

いかぎり，乾シイタケの需要は続くであろう。こ

のような料理には，原木で作った良質の乾シイタ

ケが必要なのである。現在の原木による乾シイタ

ケの生産技術に全く問題がないわけではない。適

性品種の開発や省力的・省エネ的栽培技術の確立

など，まだまだ改善すべき問題は残されている。

また一方では，ごく短時間に水でもどるような乾

燥技術の改善や手短にできる乾シイタケの調理法

の考案など，もっともっと需要を高めるための工

夫も必要ではないだろうか。

今，日本のきのこ生産は1つの節目に直面して

いる。いたずらに惑わずに，正しい情報を集め

て，広く大きな立場から，これからの日本の方向

を考えるべきであると思っている。

(ふるかわひさひこ・林業試験場保護部きのこ科長）

林業技術No.5491987．12
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神崎康一 11
1

択伐伐出作業をめくる諸問題

’
1．択伐の種類

私はあまり勉強をしていませんので，詳しいこ

とはわからないのですが，択伐というのは英語で

いえばSelectiveCutという意味ではないかと思

います｡そういう意味でなら択伐には2つの種類

があることになります。1つは道があまりない所

でよく行われてきた最も原始的なもので，一種の

略奪的な伐出です。例えば，熱帯降雨林などで行

われてきたものがそれで，広い森林からお金にな

る木だけを伐り出してくる方法です。この種の択

伐では残される木には特に注意を払わないのが普

通です。米国のモンタナ州のロッジポールパイン

の林でもそのような作業を見たことがあります。

ハイリード架線で搬出をしていましたので，残さ

れた林はほとんど樹冠部をはぎ取られたようにな
さんたん

ってしまい，惨惜たるようすでした。なぜそのよ

うなやり方をしていたのかはよくわかりません。

いま1つは，皆様が想像されているような残存

木を大切に育ててゆくタイプ。のもので，いわゆる

保続的択伐作業です。ここでもお金になるものを

中心に選木するわけですが，同時に将来のことを

考えて残す木の選択も意図的になし，これらがう

まく育つように残される木の配置にも十分に気配

りをするわけです。ですから，これを実行するに

はどうしても高い密度の路網を必要とします。な

ぜなら，この場合には林の隅々まで目が届かない

といけませんし，またいつでも手を入れられなけ

ればなりません。現代的な言葉でいえば，リアル

タイムの情報に基づいたリアルタイムの行動・処

置を必要とするわけです。

林業技術No.5491987.12

従来わが国で多く行われてきた大面積皆伐・大

面積人工造林という形の林業は，上の2つの択伐

作業の中間に位するものです。この点から考えて

も保続的択伐作業は今最も進歩した林業形態で皆

伐・一斉造林という形の林業の次にくるものであ

ろうと考えられます。

2．林業の進展方向は保続的択伐作業か

保続林業を古くから実施してきた中部ヨーロッ

パの人たちは大面積皆伐は道がないためにやむを

得ず行われるもので，路網なしでは保続的択伐林

業は不可能であると考えているようです。私も全

くそのとおりであろうと思うわけです。今，複層

林などの言葉が多く使われるようになり，だんだ

んと択伐的林業への指向が強くなりつつありま

す。これは明らかにわが国の林業力§林業という産

業文化の進化の過程上にあることを意味していま

す。もちろん，外材との競合が大変な問題になっ

ている今日，何を悠長なことをいっているのかと

いうおしかりを受けることは覚悟のうえでいって

いるのですが，今の時点ではこの勝負はすでにつ

いています。資源の十分でない今日いくら騒いで

みても始まりません。競争に勝つためには良い資

源を持たなければなりません。良い資源とは大径

木を含む良質の施業林です。もちろん生産基轆で

ある路網もしっかりしていなければなりません。

結局このような良い資源をどうやって作り育てて

ゆくかということが，今日の林業者の持つ課題で

しょう。その間，外材を使って木材需要を維持

し，拡大してゆくことも大切なことではないかと

思います。小面積の財産保持的森林所有がその大



部分を占めるわが国の林業にとって，これはまさ

に百年の大計です。

3．今どうすればよいのか

ではどうやってそのための資金を作ればいいの

でしょうか。とにかく予算がなければどうにもで

きないのですから，まず予算を作ることから考え

なければなりません。自助努力でいくとすれば，

今残されている少ない高齢林を効果的に収越して

できるだけ長く食いつないでゆくことと，大量の

要間伐林の間伐による以外には何もありません。

通常の間伐では金にならないわけですから，やは

り，なすび伐りという概念の導入が必要でしょ

う。

いずれにしても抜伐り作業になります。という

ことは，もう間伐だ，主伐だなどと区別をせず

に，今ある森林のすべてを対象にして保続的択伐

をしてゆけばよいということになるのではないで

しょうか。

①細すぎてお金にならないものは保存

②曲がりや節があって大径木に育てるほうがよ

いと思われるものは保存

③太くなりすぎて割安と考えられるものも保存

④どうでも大径木に育てたいと思われるような

すばらしい木は当然保存

⑤今が適期と思われるもの，小径木でも柱適材

などは伐出

⑥必要であれば穴のあいた部分の補植

といった原則で作業をするということでしょ

う。

このようなことをするわけですから，機械道で

もなんでもよいから，とにかく路網がないといけ

ません。人間の体でいえば，毛細血管に相当する

最も細部の路網です。結局，一に路網，二に路

網，三四がなくて五に路網なのです。この細部路

網さえあれば，なんとかなるのではないかと思い

ます。もちろん，急斜面では細部路網の要素とし

て軽架線なども考慮する必要があります。

4．択伐伐出の実施例

さて，ここで上で述べたような択伐伐出をした

例を紹介しましょう。これらはいずれも大阪営林
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局管内の国有林で昭和60，61年に行われたもの

です。作業功程等の詳細は『機械化林業』(No.

402）に掲載されています。岡山県の新見営林署

で①込山ヒノキ29年生,②三室山ヒノキ49年生，

広島県の福山営林署で③京山ヒノキ61年生,④長

者原山ヒノキ76年生，の4カ所です。面積はそ

れぞれ2～41'aです。ヒノキ林ばかり選んだの

は，天然更新のテスI、もしたかったからです。事

実，京山は平たん地でもあってヒノキの稚樹がい

っぱい生えています。場所によって多少違いがあ

りますが，いずれも胸高直径18cIn以上のものの

みが選木されました。

①込山：ここは地形は緩く10～20度くらいで

す。間伐指定地で，まだ若く,18cm以上のもの

が少なく,4ha以上の面積からわずかに36㎡し

か選木できませんでしたが，立木売り払いの結

果,落札価格はおよそ9,000円/㎡ぐらいであっ

たようです。普通なら不落になるのでしょうが，

これを買った素材業の方は林内作業車でとれる範

囲だけ伐出して24㎡の材を出したということで

まずトンI､ンであったろうと思われます。

跡地を見てみますと，テープを巻いた木がまだ

いくらか残っておりました。やはりこのような少

量伐採では，少なくとも林内作業車が通れるぐら

いの機械道網が十分入っていなければ作業は無理

であると思われました。逆にいえば，機械道から

せいぜい50m？くらいまで（おっくうがらずに

行ける距離）の範囲のみが間伐あるいは択伐の対

象地にできるということではないかと思われたわ

けです○でも50m先にそれほどでもない木が1

本だけという状態では，やはり残されてしまうで

しょう○選木のときにはその辺のことも考慮して

ウィンチ･ロープを伸ばせば，そこに数本の木が

掛かるように選木しておくべきだろうと思われま

す○伐採による残存木の損傷は，この場合ほとん

どなかったといえます。というのは同齢林で，し

かも20clnの細い木であったためです。そのうえ

林内で造材して林内作業車で運びだしたのですか

ら。

②三室山：急斜面の林地です。おそらく35度

林業技術No.5491987．12
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写真･1伐採前の林棚（三室lli)

ぐらいはあると思いますが，伐区の真ん中に比較

的真っすぐな主谷が走っており，その谷の両側の

斜面約4.33haが対象地です｡境界は尾根です。こ

の谷口までトラックの入れる道をつけて主谷上に

ダブルエンドレス架線が(300m)張られました。

ほとんど100％の材がこの架線で谷口まで搬出さ

れて，そこで6xn材を主にした造材がされまし

た（写真｡1～3参照)｡主谷の途中に別れ谷が両側

に1つずつあり，この別れ谷の部分にはそれぞれ

160mのハイリード架線を入れて木寄せをしまし

た。

この林もやや若いのですが，主伐指定になって

おりました。しかし’材は細く，18と20cmのも

のがもっとも多く，14～26“1がほとんどでした。

結局6,346本のうち1,783本，素材で343㎡を伐

出しました。もちろん18cm以上のものだけを選

んでいるわけですから，材積では40％以上を伐

ったことになります。私たちの計算ではトラック

道の作設費(3,790円/㎡）も含めて13,724円/㎡

の伐出費がかかっだことになります。

ここでの搬出の特徴は，伐採前にダブルエンド

レス架線を張って伐倒・枝払いの後にすぐに次々

に搬出されたことです。そのために材のたまりが

できず，作業が大変スムーズに進んだと思いま

す。ここは傾斜が急であるために，逆さに伐倒さ

れたヒノキは枝払いをしている間にずるずると滑

り落ち，谷まで行ってしまうという利点がありま

したO何のことはない，枝払いと木寄せを同時に

やっていたようなものです。これも前に倒した木
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写真･2伐採後の林梱（三室山）

写真･3架線による金幹搬出（三室山）

がすでに持ち出されてしまっているので，邪魔に

ならなかったことが幸いしていたと思います。も
そさ

っとも杣をやった人は，私の目の前で架線の上に

伐倒したりして，ささやかな抵抗値を見せていま

したが。

伐倒の損傷はほとんどありません。全幹で出し

ていましたので，材が線下まできて方向を変える

ときにテコになる木だけは犠牲になりました。

③京山：ここは平地で，トラック道がつけられ

たので，どこも道から80m以内でした。それで

キャタトラを林内に入れて搬出しようとしたので

すが，これが大失敗でした。ここは材が大きかっ

たのですが，積み込みには時間がかかる，走り出

せば出したでトラブルが起こるというわけです。

結局’林内作業車とは名ばかりで，この種の車両

は林地走行をするようには作られていないという

ことに気がつきました。要するに林内作業車を使

うには機械道をつけてやらなければいけないとい

うことです。



ここの作業を請負った（直営）森林組合の人た

ちは結局このような良い条件のときには，トラッ

クのクレーンが最良であるという結論に達したよ

うです。クレーンが自由に振れるということと，

スピードが速いという2点が決め手です。立木の

間を縫って材を引き出すのですから，クレーンを

振って立木をかわすことが必要だということで

す。これは高知大学で急斜面でのクレーン伐出の

実験をしている後藤君も同じことをいっていまし

た。これは貴重なノウハウであると思います。収

支，損傷ともに問題はありませんでした。ヒノキ

3,103本のうち863本（343㎡）を収穫し，その

ほかにマツ100㎡も伐出しました。

つい先日1987年10月に，この続きの択伐をや

りましたが，勾配が20度ぐらいの斜面で，今度

は機械道を入れて木寄せをしました。この場合は

トラックが入れませんから，トラック・クレーン

というわけにはまいりません。機械道は安く作れ

ていいのですが，この道上を運搬するほかの方法

が要ります。こんな場合には林内作業車にウィン

チを付けたものが有効かと思われます。しかし，

ここでは先に述べたように昨年で林内作業車には

懲りていますから，山持ち側で,IWAFUJIのホ

イール･トラクタT30を用意しました。昨年と

同じ森林組合作業班がやっているのですが，運転

手は組合の課長さんで全く未熟であるにもかかわ

らず，能率は昨年よりずっと良くなりました。

しかし,T30にもこの作業向きには強く改良

を望まれる点が2つあります。1つは先ほど述べ

たブームがないということです。短いものでいい

から車体を動かさずに振ることのできるブームを

付けてほしいと思います。木寄ロープの支点位置

を変える必要はしょっちゅう起こりますが，その

たびに車体の位置を変えていたのでは大変時間の

ロスが大きいのです。いま1つはキャビンの後ろ

側にも前と同じ運転装置をつけて，座席を回して

後ろ向きでも運転ができるようにしてほしいとい

うことです。機械道にバックで入ってウィンチ木

寄せをする場合にはほとんど180度，しかも毎回

同じ方向に，首を回して運転しなければならず，
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1日の仕事のおそらく2/3はこの姿勢を強いられ

るのですから，運転手は全くたまったものではあ

りません。是非ともこの2点の改良はやってもら

いたいものです。

④長者原山；ここは大変急な所ですが，谷沿い

に急勾配ですがトラクタ道をつけて，トラクタで

集材が行われました。範囲は道沿いだけですか

ら，特に問題はありませんでした。直営作業で行

われたことは注目に値するかと思いますが。

ここでは残存木の損傷についてのデータがあり

ます。以前から設定されていたプロットで調べら

れたものですが，調査木265本のうち，199本

（75％）が無傷，倒伏27（10％)，折損11（4

％)，回復見込みなし4（2％)，その他24（9

％)でした。このプロット内の択伐率は本数で37

％でした。

5．皆伐をしたらどうだったろうか

③④は残存木がより小径ですから，移動等の費

用を別にすればですが，皆伐をすれば費用はかえ

ってかかり増しになりますし，収支も当然悪くな

ります。選木の基準として，収支が最もよくなる

ような量を出すことも目標の1つとして意識して

いたのですから。そのうえ，跡地の造林を本格的

にやらなければならないわけですから，これは大

損ということになります。②の場合は架線の架設

・撤去という作業があるためにようすが違ってき

ます。この場合についてはまだよく検討していま

せんが，平均売り値がかなり低くなることは確か

です。架設負担分が低くなる分，より大きくなる

のではないでしょうか。

しかし，いずれの場合でも総粗収入は皆伐のほ

うが大きくなることは明らかです。結局，支出が

それ以上に大きくなるということです。

6．おわりに

とうとう紙数がきれてしまいました。最後にや

はり，択伐をするにはどうしても路網がそれも細

部路網が十分でなければならないということで，

締めくくりたいと思います。路網についてはまた

の機会にお話したいと思います。

（かんざきこういち・京都大学農学部教授）
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－本木孝史

不在地主所樗森林の適正薑理について
広島県森連事業実施の経過一

1．はじめに

森林組合はあえいでいる。森林・林業・木材産

業を取り巻く環境が厳しいといわれて久しいが，

かかる状況はすでに既成事実として累々と積み重

ねられ，今後も変わることなく連続的に続く現象

としてとらえる空気が支配的である。「事業活動

の不活発な組合が全体の1/3を占めるなど，地域

林業の中核的担い手としての機能を十分に発揮し

ていない」（昭和61年度林業白書）の言を待つま

でもなく，森林組合の事業運営はひっぱくした状

態にあることは事実であり，果たして森林組合が

真の意味で地域林業の中核たり得るか,21世紀へ

向かっての国産材時代の到来を唱える声と同様，
がぺい

画餅に帰すことのないよう模索してもがいている

のが現状である。

こうしたなかで，手詰まりの森林組合事業拡大

の一方策として「不在地主所有森林適正管理推進

事業」が昭和61年度よりスタートしたわけであ

るが，本論に入る前にここに至るまでの経緯を記

すことにする。

2．森林組合分収造林の取り組み

本事業の前提段階には，森林組合分収造林実施

を松討した経緯がある。年々目に見えて減少し続

ける造林事業量はいかんともしがたく，公社・公

団も造林中心から保育へと施業の中心を移行しつ

つあるなかで，いかに事業量を確保しながら徐々

に林産事業への展開を図っていくかが森林組合の

課題であるが，造林事業量の落ち込みをカバ－す

べく検討されたのが分収造林であった。

分収造林は，挙家離村により放置されている山
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林が手入れ不足のため小規模の崩壊を起こした

り，森林病害虫の発生源になるなど憂慮すべき状

態になっていることにかんがみ，これら今後とも

造林される可能性の少ない林地に，森林組合みず

からが造林を行うことにより，森林組合事業量の

拡大と山村活性化に資さんとするものである。

森林組合分収のメリットは,①公社｡公団造林等

による事業配分を基礎とするものの，森林組合独

自で事業を調整し計画化できるため，基準予算・

事業実施年度などに必ずしも縛られない取り組み

が可能である，②分収歩合により伐期収入の配分

が行われた場合，分配された額は全額地元に還元

されるため,公社｡公団造林のように国や県に引き

上げられるものとは違い地域経済に及ぼす影響は

大きい，などが考えられる。また逆に問題点とし

ては，①公社・公団と異なり資金力が弱体である

という点があり，資金が長期間固定されなければ

ならず，制度資金による借入金元利金の返済に窮

することが予想される。よって，確固たる資金計

画を立てるとともに，組合基盤の充実を進めるた

め組合員の理解を得て増資する必要がある，②年

年間伐対象林分が増加することから，間伐の促進

と間伐材の有効利用に取り組まねばならない，な

どｶﾐ挙げられる。

そこで，この分野で先進的な取り組みをしてい

る島根県掛合町森林組合を訪ね，実情をご教示い

ただいた｡掛合町の民有林は人工林率37％のうち

分収林は38％を占めている。分収林の内訳は，

公社造林が650haで53%,組合分収林が45011aで

37％,公団造林などその他の分収林が130haで10



％である。分収比率は林家4：森林組合6で，事

業費約7億円の内訳は補助金4億円，自己負担3

億円である。自己負担分のうち制度資金である農

林漁業金融公庫からの借入額が，昭和60年度末

で1億9,000万円，これに伴う利息の支払いが年

間約800万円となり，金利負担の大きさがうかが

い知れる。この点については，据置期間が25年

のためこの間貨幣価値の低下が起こるであろうこ

とと，間伐材の販売代金を主体に支払い可能であ

ろうと当初考えられていた。また実施後の波及効

果として，森林組合事業量の増大と，これに伴う

作業班員数の増加と就労の長期化・安定化が図ら

れたことが挙げられる。

これを踏まえて，広島県内の森林組合で分収造

林が実施可能か，実施する意志はあるかの意向調

査を行った結果，抽出13組合のうち，前向きに

検討あるいは是非実施したいと回答のあったのが

9組合，実施不能が4組合であった。そこで，広

島県森林組合連合会（以下「県森連」という）

は，実施に当たり当面問題となる金利負担の軽減

を図るべく，広島県に次のとおり要請を行った。

(1)不在地主所有林，小規模山林所有林地に対し，

森林組合主体の分収契約による造林。保育事業を

行う，(2)面積は1団地3ha以上とし，期間40年，

分収割合は山林所有者35：森林組合65とする，

(3)これに際し，測量費等調査費としてha当たり

60,000円を限度に1/2県補助をお願いしたい，(4)

併せて，直接事業費をha当たり80～100万円とし

た場合，国の造林補助金を差し引いた残り半額の

森林組合負担額のうち8割を補助残融資で借入

れ，その金利ha当たり17,000～21,000円を20年

間県費で利子補助をお願いしたい，(5)将来的に

は，都市住民特に当該地区出身者に働きかけ，分

収造林の組合負担分をお願いし，分収権を与える

分収育林の方法についても検討してみる。以上の

要請は結果的には実現こそしなかったが，不在村

地主による放置山林の実態を把握することは大変

意義深いと認められ，本事業が形を変えて実った

のである。

3．事業の概要
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広島県の土地面積は847,000haで，その74%に

当たる623,000haが森林によって占められてい

る。民有林面積は574,00011aで，人工林率は26

％である。このうち本県において不在地主が所有

している森林は，民有林の12％に当たる66,000

haを占めている。これらの森林は，かつて積極的

な森林経営が行われていたと思われるが，挙家離

村や相続による小規模分散化によって枝打ち，除

・間伐等の森林の適正な管理が行われなくなり，

森林の持つ公益的機能の低下による災害の発生や

病害虫の発生源となるなど，林業生産活動に重大

な影響を及ぼすことが懸念されるに至ってきた。

そこで，不在地主所有森林の適正な管理を推進

し，森林の持つ公益的機能の維持増進と，森林組

合の事業拡充を図り，もって山村地域の活性化を

期そうという目的で，昭和61年度より3年間の

継続事業として本事業がスタートした。

この事業は調査を主体としており，不在地主所

有の森林がどこに，どれくらい，どのような状態

であるかといった実態の資料収集と合わせ，それ

ぞれの不在地主が所有森林の管理について日ごろ

どのような考えを持っておられるかの意向を聞

き，それらを基に森林の適正な管理を進めようと

するものである。事業の実施主体は県森連で，現

地調査など事業の一部については森林組合へ委託

して行った。このような事業はすでに北海道・神

奈川県等で実施されているが，地域柄，不在地主

の中には昨今いわゆる“原野商法”として新聞紙

上をにぎわせた投機を目的とした土地業者や個人

が多く含まれており，それらに対する対策も重要

な柱として考慮されたと聞いているが，本県の場

合はこのような例はあまり多くないようである。

ともあれ，県の調査によれば約38,000人の不在

地主が存在し，そのうち1ha未満の森林所有者が

約29,000人と所有規模は大変小さく分散化して

いる。

本事業では，それらのうちから県の指定する造

林推進重点市町村（50地域・47市町村）内に，

5ha以上山林を所有する不在地主約2,000人の所

有森林約40,0001'aの現況調査を行い，森林の適

林業技術No.5491987.12
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正な管理を推進するための基礎資料を作

成し，施業啓発懇談会を開催して不在地

主の森林経営意欲を喚起し，不在地主か

らの事業資金の導入により，森林組合の

事業を推進しようとするものである。事

業初年度は，佐伯・筒賀村・高田郡・布

野村・総領町・西城町の6森林組合の管

内11市町村内の5ha以上の所有規模不

在地主423人,11,000haを対象に調査

を完了している。

事業全体の流れを順を追って紹介する

と次のようになる。

1）不在地主所有森林調査協議会の開催

県・関係市町村・関係森林組合・県森

連をメンバーとし，事業の実施方針およ

び実施方法を検討討議する。

2）不在地主所有森林現況調査

森林現況鯛査結果（昭和61年度）

’調迩対象森林組合
（市町村）

筒賀村森林組合

布野村森林組合

総領町森林組合

西城町森林組合

高田郡森林組合

白木町

向原町

八千代町

商宮町

美土里町．

佐伯森林組合

湯来町

吉和村

行うよう啓発する懇談会を開催し，個別相談を行

う。

4．調査結果

以上の手順で調査の結果，初年度調査対象の

423人,11,374haのうち，管理状況は要施業森林

が326人,3,033ha,整備森林が97人,8,340ha

であった。現地踏査の結果により，早急に手入れ

が必要であると判断される森林をA,早急ではな

いが少なくとも5年以内に手入れが必要になると

判断される森林をB,少なくとも5年以内には手

入れをする必要のないと判断される森林をC,と

管理現況を区分し,AおよびBランクのものを要

施業森林,Cランクを整備森林としている。

アンケートによる意向調査は，約300通発送

し，164通の回答を得，有効回答率59％と予想外

の高率であった。各調査項目の代表的意見を拾う

と次のとおりである。不在地主の出身地は「県内

他市町村」63％･不在地主の職業は「無職・主

婦」47％・所有林の面積。位置を「知っている」

59％･所有林の境界を「知っている」53％･所有

林の入手方法は「相続・贈与」58%｡所有林の入

手目的は「財産として保有」64％･所有林の手入

れは「よくする」53％・所有林の手入れの実施者

は「自分」麟林組合委託」各38％・所有林の手

入れの内容は「保育」73％･所有林の手入れの際

当該市町村内に5ha以上所有している不在地主

の全所有林を対象1筆ごとに①不在地主名および

現住所，②森林の種類，③森林の面積および材

職④樹種および林齢，⑤森林の現況および管理

の方法，の各項目について現地踏査による調査を

行う。調査した事項は「森林管理調査書」に取り

まとめ，それに「位置図」と「地番図」をそれぞ

れ一連番号を付したものを添付し，ひと目で森林

の現況と位置がわかるようにする。

3）不在地主意向調査および適正管理啓発

2)の調査で適正に管理されていないと判断され

た不在地主に対して，森林の所在地・種類・面

積・樹種・現況，または森林の現状から見て現在

必要な施業の種類と，それにかかる経費の見積

り，さらに資金手当の方法などを「森林適正管理

調書」に取りまとめ，位置図と地番図を添え，所

有林の状況をダイレク|､メールにより知らせ，森

林の適正管理について啓発普及を図る･同時に，

所有する森林に関する今後の意向や，行政または

森林組合に対する要望事項などをアンケーI､によ

って調査を実施する。

4）施業啓発懇談会の開催

都市に出ている不在地主を対象に，適正管理を
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施業啓発懇談会における不在地主との個別相談

の資金手当ては「自己資金」64％･所有林の規模

は「現状維持に努める」73％･スギ・ヒノキ林の

経営方針は「高林齢伐採」41%｡森林組合に伽

入している」59％・所有山林を放置している最大

の理由は，自家労力と自己資金の不足および山林

が財産価値を有しなくなったことが挙げられた。

5．施業啓発懇談会

調査結果を踏まえて，昭和62年3月広島市に

おいて施業啓発懇談会を開催した。県．市町村．

森林組合・県森連等18名の主催者側と，不在地

主36名の出席を得て開会し，全体討議で意見の

交換がなされた。不在地主とはいえ，当日参加さ

れた方々は日ごろから森林・林業に対する関心も

高く，「森林組合への加入の仕方・加入資格はど

うか」「森林保険の内容はどのようなものか」に

端を発し，「スギカミキリ被害の現状と防除方法

について」「間伐材の利用拡大の方策はあるか」

あるいは「枝打ちのやり方はどのような方法がよ

いか」「枝打ちや間伐をした場合，補助金は対象

となるのか」など，山林の具体的管理方法にまで

話が及んだ。これらは行政サイドへの率直な要望

・提案であるとともに，地域における森林組合の

役割に対する期待や注文等，現在，林業全体が抱

えている諸問題の提起として重要な要素をはらん

でおり，林業人として真剣に受け止めねばならな

い重要な討議となった。全体討議終了後，所有山

林のある地元森林組合あるいは市町村別に机を囲

み，不在地主の方々と個別相談に入った。主な相

談内容は，○山林の相続問題（相続税評価額引下

げ要求等)，○山林の境界確認と管理方策，○作

23

業道の開設希望，○森林組合への施業委託，山林

管理の依頼，など多岐にわたり，行政の指導的助

言を交じえた具体的なやりとりが随所で見られ

た。特に，森林組合への施業委託希望は全体で約

50haとなり（主として間伐事業),本事業の目的

の1つである事業の掘り起こしという面で大きな

成果を収めたわけである。

余談ではあるが，本事業が昭和61年度の県の

重要施策として発表されたこともあり，マスコミ

の取材が多々あった。とりわけ,NHKによる特

集番組が2本テレビで放映され，各方面から大変

な反響を呼んだことを申し添えておきたい。

当初，昭和61年度から3カ年の県単補助でス

タートした本事業も，62年度から林野庁による

国庫補助事業に移行し，さらに3カ年継続される

こととなった。全国で10地域が指定を受け，本

県においても本年度不在地主416人，同所有森林

9,9891'aについて鋭意調査を行っているところで

ある。

6．むすび

以上がこの事業の概要であるが，長引く林業不

況のなかで森林組合の事業量の確保は難しく，と

りわけ造林事業を運営の主要事業としてきた県内

の森林組合は，近年の造林意欲の減退で大変苦し

い立場に追い込まれた感がある。経営基盤の拡充

を考えるうえでの事業量の確保は不可避の問題で

あるし，厳しさを増す経営環境のなかで森林組合

の事業方針をどう方向づけ，再構築していくかを

役聯員一体となって真剣に検討する時期にきてい
ようてい

る。そして同時に，組織結束の要諦である組合員

の経営指導はどうすれば実効性のあるものになる

か，など種々の問題をリンクさせ，それぞれの森

林組合の自己努力という主体的条件をどのように

整備するかが課題であろう。

ともあれ，この事業を通じて，新たな事業を掘

り起こし，活力ある健全な森林が維持造成され，

公益的機能の増進が図られるほか，森林組合事業

が拡充され，山村地域に活性化をもたらすものと

期待している。

（いつぼんぎたかし．広島県森林組合連合会）
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議蕊鍾謹篝繊蕊蕊篝蕊篝梅澤恒雄

10,山とうまく付き合う道一落書き･林道技術論

1．落書き雑記帳

私のノートは，「落書き雑記帳」である。三十

余年の国有林林道との付き合いのつれづれにメモ

した落書きの中から，日ごろ考えている林道技術

について，「論」ならぬ「話」を幾つか拾うこと

にした。

落語は終わりに「落ち」が付くが，落書きは始

めに「落ち」を付け，ひとり楽しむもので，独断

と偏見の固りである落書きを活字にすることに

は，本誌の品位にかかわるとちゅうちょしたが，

座興としてお許しを願うしだいである。

2．林道技術とは何か

林道技術とは何か，辞典ならぬ落書きメモを見

ると次のようになっている。

林道：道・路・径の合一

国土としての森林，産業としての林業をどうす

るかという政策的な「道｣。自動車を通す「路｣。

人と人とが触れ合う「径｣。これらの「みち」を

合わせたものが「林道」である。

技術：うまく付き合う方法（手段）

うまく付き合うための方法として，理論(知識）

を応用（活用）する。バランス・コントロール，

システム・最適化，反対の合一，経験と常識の活

用，トラブルの解消・防止等がある。

林道技術とは：「生きた山と，永遠に，うま

く,付き合うための道路を造る方法（手段)」とし

ておく。

3．技術の基本

「平和・平和」を唱えて，「平和のために戦争

する」ことでは困る。技術を誤りないものとする

ための基本的なものについて述べる。

基本的ルール：真・善・美

技術が真実であり，世のため人のための善良な

ものであるとともに，自然と調和し美しいもので

なくてはならない。

時代の変化に対応：現代は国際化，情報化，高

齢化，技術革新など変化の時代である。変化に対

応できない企業は「生き残れない｣。林道技術も

時代の要請，変化に対応し，真に良い技術のみが

生き残る。

バランス管理：万物はバランスで成り立つ。

設計は，総合的なバランス・管理（コントロー

ル）であることを認識する。構造物の安定は，

「力」のバランス。施工管理は工程・品質・出来

形・安全・原価の適切なバランスである。

最適解：うまく付き合うためには相手である山

を知り，自分である林道を知ることが大切であ

る。理解するための学問（林学・工学をもとに水

理・水文・地形・地質・土壌・森林生態・気象お

よび応用力学等）は幅広く，知識，データとも膨

大である。山に対する専門分野の個別，細分的な

処方せんは多いが，人間ドックのように総合的な

処方せん（最も適切な解答＝最適解）は少ない。

「最小の努力で最大の効果をあげる」システム

・最適化が急務であると思うが，科学・技術も万

能ではなく，科学的に解明されている事項はわず

かであることを認識しなければならない。

ペーパー技術：高度成長期には効率化，標準

化・基準化・省力化にハンドルを照準し，アクセ

ルを踏み過ぎた結果ペーパー技術（内の技術）が

急進した。そうして現場技術（外の技術）が軽視

される傾向にある。複雑な自然から確かな情報を

得るためには，足と目と手触りによるのが第一で

あり，これに基づき実施することが基本である。
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ストレス解消：安定のために山は崩れる。

山崩れ，地すべり，土石流も万物の流転の1つ
りんね

であり，地形の侵食輪廻を示すまでもなく，現在

の美しい山も，この流れと安定の繰り返しで形成

され，今後も流転を続けるであろう。

山は侵食輪廻の過程でストレスがたまる。その

場所に林道を開設することが相当ある。開設時の

土砂の切取りによって，たまったストレスを取り

除き，安定を図つた事例も多い。いずれにせよ山

のストレスは，なんらかの方法で解消しなければ

安定しないのであるから，被害が発生するおそれ

がある所は，コンクリート擁壁等でサポーI､する

などの対策が必要である。

逆療法：反対の合一

林道を造るのに「良い林道を安く｣，「急斜地の

林地保全」など相反する問題が山積している。こ

の相反する問題を合一することが，技術の永遠の

課題である。

低コスト林道：国有林野事業の改善計画を進め

るなかで，労賃，資材費がアップする状況下に設

計，積算，施工の合理化により，図｡1のような．

今こそブレーキを踏み，フィード・バックする時

期である。最近は施工管理技士など肩書の「士」

（紙）が増え，「者」が減った。今何をなすべき

か，そのときになってから対策を考えたのでは遅

い。人材は意識して作らなければ輩出しない。21

世紀の林道技術者の育成を真剣に考えなければな

らない。

常識・経験の技術：常識は長い経験から生まれ

る。現場の会話「湧水があるのになぜ側溝を掘ら

ないのか」「設計図にありません」「常識だろう｣。

常識に基準（値）があれば常識ではなく，基準化

される。経験は風土に合った技術である。

予知・予測・予防：人類の技術の目標が「自由

で快適な人間生活」であるならば，すべての不快

なトラブル（天災，人災など）が起きることを予

知・予測し，適切な予防処置などを行うことが人

間の知恵である。これらの技術を向上させること

が今後技術の最大の課題となる。

4．実践論

技術は実践である。いかに処方せんを書き実施

するかである。二・三の処方せんを示してみる。
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図･2主要機械の変遷（前橋営林局）A:1m当たり新設単価

B:普通作業員単価

C:普通土石1m3当たり切取り単価
図･1林道新没単価等の推移
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スト・ダウンの成果を見た。林道設計が自動化され，シミュレーションによ

機械施工の合理化：コスト・ダウン，林地保るきめ細かな設計が可能となったが，現地の確か

全，品質向上，効率化などに大きく貢献した機械な情報を得なければ，意味がないことを十分認識

にバックホウがある。林道工事の主要機械の変遷しなければならない。

を示すと図｡2のとおりである。5．最近の落書き

風土病：環境への適応日本最高技術者内閣総理大臣竹下登様

林道工事の現場環境は，気象・地形。地質・土「道を治むる者は山を治む」「山を治むる者は

域・植生など千差万別である。切取面の崩れや緑水を治む」「水を治むる者は天下を治む｣。

化工の不成績など，その土地（場所）特有の病状（うめぎわつれお．前橘営林局土木課設計指導官）

を示す。その風土に適合した処方せんが必要とな

る。図・3は緑化工の施工時期（標高と気温の関

係）を中心とした私の施工管理チェック表の一部

である（栃木・群馬に適用)。

予防：予知・予測

林道の開設に当たって，自然との調和が図られ

ているか，その他環境条件に対応しているかどう

かなど，立体的，総合的な検討に苦慮していた

が，最近のコンピュータによる地形図を三次元実

体視化することにより，林道計画や設計上のコン

トロール・ポイントなどを知ったり，予測が可能

となるなど,これらシステムが重要な位置を占め

ることになると思う（図｡4)。

図･4鳥かん図

1/5,000地形図からコンターーを入力し，画面上で林道測股

を行い，ルート・切・雛を脇かん図としたものである。

（日木林業コンサルタンツ附属研究所）
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(年越枯れ）に関する研究

ロ積雪寒冷地域におけるシイタケほ

だ木のほだ化促進について－仮伏

せ込み方法の検討

※ここに紹介する資料は市販されてい

ないものです。必要な方は発行所へ頒

布方を依頼するか，頒布先でご覧下さ

るよう請顔いいたし崖す。’''1''''''1I

辰術屑廟
１
１

８
１
Ｉ

ｆ
Ｕ
０
日
Ⅱ
■
８
４

ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ

ｒ
１
Ⅱ
伽
仙
与
刈

Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ

Ｉ
ｌ
１

１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
８

０
１
１
１
１
１

野兎研究会誌第14号

昭和62年6月

野兎研究会（新潟大農）

ロ飼育場におけるマルチ・アンテナ

法による複数動物の同時追尾実験

(Ⅲ）

口飼育によるエゾユキウサギの生理

的寿命と生殖年齢

ロノウサギ属L幼"sにおける繁殖

行動とその特性

ロ「鳥獣戯画甲巻」におけるノウサ

ギの擬人化姿勢に対する美術解剖学

的考察

口航空機による野生獣の生息数推定

法の開発と応用に関する研究(2)－

長野県・飯田市周辺の山岳林におけ

るカモシカ

ロ哺乳動物の知名度について－大

学生に対する調査の1例

口マツタケ増産のための技術体系化

試験

口薬用植物の林間栽培における技術

条件の解明に関する試験

演習林報告第23号

昭和62年3月

宇都宮大学農学部附属演習林

〔論文〕

口林地が車輌の接地状態におよぼす

影響について(Ⅱ)－急傾斜地の接

地状態

ロハイブリッド式林内走行車の開発

について(1)

口針葉樹における傾斜刺激に対する

形成層の応答と圧縮あて材仮道管の

構造変化

〔資料〕

口昭和60．61年度船生演習林内松

林においてマツノマダラカミキリ誘

引器に誘引された害虫類

口宇都宮大学船生演習林における生

長量標準地定期測定資料(Ⅱ）

口宇都宮大学ﾙﾙ生演習林における長

伐期施業試験林の蓄積調査(Ⅲ）

島根県林業技術センター研究

報告第38号

昭和62年3月

島根県林業技術センター

〔論文〕

口薬剤による苗畑除草試験一まき

つけ床及び床替床におけるエースフ

ェノン剤，プロメトリン剤,CNP

剤，アロキシジム荊，アイオキシニ

ル剤，ベンタゾン剤，オキサジァゾ

ン剤，ニトラリン剤,TCTP剤の

施用について

ロ島根県産精英樹の特性(1)－ス

ギさし木クローンの初期生長と幹形

衝

ロスギ品種別にみたスギカミキリと

ヒノキカワモグリガの被害一島根

県下のスギ品種試験林と展示林での

調査結果

ロスギカミキリによるスギ被害木の

材質調査

口樅造用製材の強度性能(Ⅲ)一ア

カマツ正角材の曲げ強度

長野県林業指導所研究報告

第2号

昭和62年3月

長野県林業指導所

口林内作業車の合理的作業方法に関

する研究

ロカラマツ構造材生産の施業技術に

関する研究

口寒冷地方におけるアカマツ枯損動

態に関する研究

口山腹急斜地の緑化に有効な基礎工

に関する研究

ロシイタケの地域栽培型と生産性の

向上に関する調査

ロナメコ広ロビン栽培体系の開発に

関する試験

ロオガクズナメコ栽培のコストダウ

ン技術に関する調査・試験

林業試験場研究報告No.345

（林産）

昭和62年3月

林業試験場

口市販木炭の水蒸気賦活による活性

炭の製造

ロ木造試験住宅の温熱的性能第2報

暖房時における木造住宅とPCコン

クリート造住宅の温熱的特徴

口小径木用チッパー・キャンタにお

ける逆目ぼれの抑制

口枝打ちと陽光量がトドマツ材の年

輪構造に及ぼす影響

ロ木造家屋の外壁における釘の劣化

からみた木材の劣化環境

林業試験場成果報告第4号

昭和62年3月

宮城県林業試験場

口ヒノキ採種園における種子生産技

術の確立に関する研究

口広菜樹の育成に関する研究(Ⅱ）

ケヤキ人工林の幼齢時の施薬につ

いて

口寒冷地方におけるマツ枯損動態
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す
き
に
乗
じ
て
、
ま
た
な
い
し
よ
の
金
を
手
に
入
れ
て
く

る
。
そ
の
繰
り
返
し
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
対
等
に
は
話
の
通
じ
な
い
夫
婦
だ
っ
た
の
で
あ

る
。
父
が
死
ん
だ
こ
と
に
よ
り
、
母
は
本
当
に
自
由
に
な

っ
た
。
働
く
こ
と
は
苦
に
し
な
い
の
で
、
下
草
刈
り
な
ど

の
山
仕
事
で
金
を
稼
い
で
は
買
物
を
楽
し
み
、
し
ば
し
ば

小
旅
行
に
も
出
か
け
る
。
衝
動
買
い
や
浪
費
の
癖
が
治
っ

た
わ
け
で
は
な
い
が
、
だ
れ
も
文
句
を
い
う
者
は
い
な

い
。
や
が
て
郵
便
局
の
積
立
貯
金
な
ど
も
少
し
は
し
て
み

る
よ
う
に
な
っ
た
。

と
こ
ろ
で
源
右
衛
門
は
子
供
に
対
し
て
は
優
し
か
っ

た
。
と
り
わ
け
私
は
大
事
に
さ
れ
た
。

父
が
私
に
目
を
か
け
た
理
由
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
だ(画・筆者）

が
あ
え
て
推
測
す
る
と
、
ま
だ
少
女
の
よ
う
な
妻
に
生
ま

せ
た
最
初
の
子
供
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
も
あ
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
小
学
校
へ
あ
が
っ
た
こ
ろ
は
、
少
し

は
賢
そ
う
な
と
こ
ろ
も
見
え
て
、
彼
の
自
尊
心
に
か
な
っ

・
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
た
く
さ
ん
の
兄
弟
の
中
で
、
昼
間

の
高
校
へ
進
学
さ
せ
て
も
ら
っ
た
の
も
、
私
だ
け
だ
っ

た
。

や
が
て
私
が
高
校
を
出
て
、
炭
焼
き
に
な
る
べ
く
山
に

帰
っ
た
の
も
、
父
と
の
間
に
温
か
い
気
持
が
通
っ
て
い
た

た
め
と
思
わ
れ
る
。
と
同
時
に
、
辺
境
の
山
に
あ
っ
て

も
、
父
が
人
に
頭
を
下
げ
な
い
で
生
き
て
い
た
こ
と
が
、

影
響
し
て
い
た
だ
ろ
う
。
物
質
的
な
面
で
は
戦
争
の
前
後

に
不
自
由
も
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
だ
れ
も
が
経
験

し
た
こ
と
で
あ
る
。
炭
焼
き
の
子
で
あ
る
が
ゆ
え
に
口
惜

し
い
思
い
を
し
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
父
の
姿
に

自
我
の
独
立
と
自
由
を
見
て
、
自
分
も
そ
の
よ
う
に
生
き

た
い
と
考
え
た
の
だ
っ
た
。

炭
焼
小
屋
で
も
私
は
ず
い
ぶ
ん
甘
や
か
さ
れ
た
。

熱
い
窯
に
ま
ず
父
が
入
る
の
も
そ
れ
で
あ
る
。
木
を
運

ぶ
と
き
に
も
、
私
の
負
担
を
な
る
べ
く
軽
く
す
る
よ
う
気

を
配
っ
て
く
れ
た
。
私
だ
っ
て
体
力
は
あ
る
ほ
う
だ
が
、

七
十
歳
を
過
ぎ
た
父
が
同
じ
よ
う
に
重
い
荷
物
を
担
い

だ
。
ま
た
雪
や
雨
の
は
げ
し
い
日
に
は
、
自
分
で
は
恐
れ

て
も
い
な
い
の
に
、
私
に
は
も
う
仕
事
を
休
む
よ
う
に
い

う
の
で
あ
る
。
今
ふ
う
に
い
え
ば
過
保
謹
で
あ
っ
た
。

食
事
の
と
き
も
同
様
で
あ
る
。
毎
夜
、
私
た
ち
は
三
合

入
り
の
焼
酎
を
二
人
で
一
本
あ
け
た
。
も
ち
ろ
ん
等
分
に

飲
む
の
が
建
前
な
の
だ
が
、
し
ま
い
の
一
杯
に
な
る
と
父

は
遠
慮
を
し
て
、
私
の
ほ
う
に
余
分
に
つ
い
だ
。
ま
た
サ

今
年
の
盆
も
、
私
は
ま
た
父
の
盤
を
迎
え
る
べ
く
軒
先

た
い
式
つ

に
松
明
を
燃
や
す
。
そ
し
て
午
後
の
ひ
と
と
き
中
学
生
の

姪
を
連
れ
て
、
燧
道
口
の
近
く
に
父
の
最
後
の
窯
の
跡
を

訪
れ
た
。

あ
た
り
は
そ
の
後
に
植
え
ら
れ
た
杉
が
生
長
し
、
窯
跡

は
ほ
と
ん
ど
土
砂
に
埋
も
れ
て
い
た
。

ン
マ
を
一
尾
ず
つ
と
し
て
食
事
を
始
め
て
も
、
私
の
ほ
う

が
先
に
食
っ
て
し
ま
う
と
、
父
は
自
分
の
分
を
半
分
ば
か

り
、
こ
ち
ら
の
皿
に
移
し
て
く
れ
る
の
だ
っ
た
。

ま
た
家
計
に
つ
い
て
も
、
か
な
り
長
い
間
父
が
負
担
し

て
、
私
は
自
分
の
稼
ぎ
を
自
由
気
ま
ま
に
使
っ
て
い
た
。

生
活
費
を
家
に
入
れ
た
の
は
、
父
も
晩
年
近
く
な
っ
て
か

ら
の
こ
と
だ
っ
た
。

そ
の
こ
ろ
に
な
っ
て
も
、
父
は
い
わ
ゆ
る
隠
居
す
る
よ

う
な
気
持
は
さ
ら
さ
ら
な
か
っ
た
。
元
気
な
間
は
炭
焼
き

を
続
け
る
の
だ
と
い
っ
た
。
そ
れ
は
息
子
の
私
に
頼
り
に

か
い
し
よ
う

で
き
る
ほ
ど
の
甲
斐
性
が
な
か
っ
た
か
ら
で
は
あ
る
が
、

ま
た
自
分
の
仕
事
に
心
底
か
ら
愛
着
を
感
じ
て
い
た
せ
い

で
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
側
き
続
け
て
、
死
ぬ
と
き
は
長
患

い
せ
ず
に
こ
ろ
り
と
息
を
引
き
と
り
た
い
、
と
い
う
の
が

口
癖
だ
っ
た
。
ま
た
望
ん
だ
ど
お
り
に
な
っ
た
わ
け
で
あ

プ
（
》
◎

そ
の
と
き
私
は
ち
ょ
う
ど
三
十
歳
で
、
ま
だ
独
身
で
も

あ
っ
た
。
私
は
父
の
死
を
嘆
く
よ
り
も
、
な
に
か
心
も
と

な
い
淋
し
さ
で
も
っ
て
受
け
止
め
た
。
い
わ
ば
自
分
を
か

ば
っ
て
く
れ
る
楯
を
失
っ
た
思
い
で
あ
る
。
し
か
し
最
後

ま
で
父
の
仕
事
に
つ
き
合
い
き
っ
た
と
い
う
こ
と
で
、
自

分
に
対
す
る
慰
め
と
す
る
の
だ
っ
た
。
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げ
ん
え
も
ん

ま
も
な
く
源
右
術
門
は
そ
の
酒
で
つ
ま
ず
い
た
。

好
き
な
酒
も
十
分
は
手
に
入
ら
な
い
時
代
で
あ
る
。
そ

こ
で
朝
鮮
動
乱
が
始
ま
っ
た
昭
和
二
十
五
年
、
父
は
一
人

の
在
日
韓
国
人
を
連
れ
て
来
て
、
わ
が
家
が
一
軒
家
な
の

を
幸
い
に
、
焼
酎
の
密
造
を
や
ら
せ
た
の
だ
。

だ
が
あ
え
な
く
警
察
に
知
ら
れ
て
検
挙
さ
れ
た
。
二
カ

月
間
拘
留
さ
れ
た
う
え
、
罰
金
を
く
ら
っ
た
。
も
ち
ろ
ん

区
長
も
村
会
議
員
も
棒
に
ふ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

そ
れ
か
ら
彼
は
、
も
っ
と
便
利
な
街
道
の
そ
ば
に
家
を

買
っ
て
、
衣
料
品
店
を
始
め
た
。
も
は
や
六
十
歳
を
過
ぎ

よ
う
と
し
て
お
り
、
炭
焼
き
に
も
ど
る
に
は
体
力
的
に
不

安
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
だ
が
商
売
も
二
年
足
ら
ず
で
つ
ぶ

れ
て
し
ま
っ
た
。

源
右
衛
門
が
世
の
中
に
な
ま
じ
野
心
な
ど
も
た
ず
に
、

炭
焼
き
だ
け
に
と
ど
ま
っ
て
お
れ
ば
、
こ
の
二
つ
は
し
な

い
で
も
よ
い
失
敗
で
あ
っ
た
。
さ
さ
や
か
な
役
職
と
と
も

に
、
蓄
え
も
失
っ
た
う
え
は
、
ま
た
も
と
の
炭
焼
き
に
も

ど
る
し
か
な
い
。
父
は
里
か
ら
三
キ
ロ
ば
か
り
入
っ
た
西

ン
谷
に
山
林
を
買
い
、
母
を
相
棒
に
し
て
小
屋
を
建
て
、

窯
を
築
い
た
の
で
あ
る
。
昭
和
三
十
二
年
、
私
が
高
校
を

卒
業
し
て
山
に
帰
っ
た
と
き
、
父
は
そ
こ
で
炭
を
焼
い
て

山
峡
の
雷

燧
道
口
ｌ
最
後
の
窯
出
し

話
は
変
わ
る
け
れ
ど
も
、
父
・
源
右
衛
門
と
家
族
と
の

関
係
に
つ
い
て
も
触
れ
て
み
た
い
。

前
に
も
書
い
た
が
、
私
の
母
・
好
子
は
大
正
九
年
の
生

ま
れ
で
、
父
と
は
二
十
八
歳
の
年
の
ひ
ら
き
が
あ
っ
た
。

源
右
衛
門
が
先
妻
と
の
間
に
も
う
け
た
長
女
は
、
好
子
よ

り
も
二
つ
も
年
上
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

二
人
は
年
の
ひ
ら
き
と
と
も
に
性
格
の
上
で
も
大
い
に

違
っ
て
い
た
。

父
は
自
己
顕
示
欲
が
強
い
だ
け
に
、
世
間
に
対
し
て
も

気
を
配
っ
て
い
た
が
、
母
は
す
べ
て
に
わ
た
っ
て
む
と
ん

ち
ゃ
く
な
ほ
う
だ
っ
た
。
ま
た
父
は
気
難
し
い
ほ
ど
に
き

ち
ょ
う
め
ん
だ
が
、
母
は
お
人
よ
し
で
、
か
な
り
ち
ゃ
ら

ん
ぽ
ら
ん
な
女
で
あ
る
。

夫
婦
で
仕
事
を
し
て
い
る
と
き
に
も
性
質
は
お
の
ず
か

ら
現
れ
る
。
例
え
ば
、
備
長
炭
を
俵
に
つ
め
る
と
き
に
は

品
質
を
十
等
級
ほ
ど
に
選
別
す
る
の
だ
が
、
母
の
や
り
方

は
だ
す
い
の
で
、
父
が
し
か
り
つ
け
て
は
手
直
し
を
し
て

い
た
。

、
、
、
、

ま
た
金
銭
面
に
つ
い
て
も
父
は
し
ま
つ
屋
だ
が
、
母
は

い
た
の
だ
。

宇
江

敏（三）
勝

浪
費
家
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
母
に
は
い
っ
さ
い
財
布
を
任

せ
ず
、
必
要
な
分
だ
け
使
途
を
聞
い
た
う
え
で
金
を
渡
す

の
で
あ
る
。

買
物
好
き
の
母
と
し
て
は
と
て
も
や
っ
て
ゆ
け
な
い
。

そ
こ
で
彼
女
は
夫
に
は
な
い
し
ょ
で
、
近
所
の
店
や
行
商

人
か
ら
ツ
ケ
で
着
物
な
ど
を
買
う
の
で
あ
る
。
と
う
ぜ
ん

催
促
が
く
る
が
、
払
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
や
が
て
父
に

も
わ
か
っ
て
一
も
ん
ち
ゃ
く
と
な
る
の
だ
っ
た
。

も
っ
と
大
変
な
の
は
、
現
金
の
場
合
で
あ
る
。

戦
後
は
私
ど
も
の
炭
は
す
べ
て
農
協
に
出
荷
し
て
い

た
。
間
に
必
要
な
炭
俵
（
後
に
は
ダ
ン
ポ
ー
ル
）
や
食
糧

な
ど
も
農
協
か
ら
受
け
取
り
、
あ
る
い
は
現
金
も
内
渡
金

と
し
て
も
ら
っ
て
い
る
。
だ
い
た
い
盆
と
正
月
に
売
っ
た

炭
と
差
引
き
勘
定
を
す
る
わ
け
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ

の
と
き
に
な
っ
て
み
る
と
、
予
想
外
の
金
額
が
書
き
出
さ

れ
て
く
る
。
母
が
な
い
し
ょ
で
ま
と
ま
っ
た
金
を
借
り
て

い
た
の
だ
。

だ
か
ら
盆
や
正
月
に
な
る
と
、
わ
が
家
で
は
た
い
て
い

夫
婦
げ
ん
か
が
お
き
た
。
け
ん
か
と
い
っ
て
も
酔
っ
払
っ

た
父
が
一
方
的
に
ね
ち
ね
ち
と
小
言
で
賀
め
た
て
る
の
で

あ
る
。
対
し
て
母
は
あ
れ
こ
れ
と
う
そ
と
弁
解
を
重
ね
て

逃
れ
よ
う
と
す
る
。
や
が
て
父
は
腹
立
を
押
さ
え
き
れ
な

く
な
り
、
母
の
髪
を
つ
か
ん
で
ひ
き
回
し
、
殴
る
け
る
の

騒
ぎ
に
な
る
の
だ
っ
た
。
い
っ
そ
の
こ
と
農
協
に
話
を
つ

け
て
、
母
に
は
い
っ
さ
い
勘
定
を
触
ら
せ
な
け
れ
ば
よ
い

の
だ
が
、
父
に
も
油
断
が
あ
る
の
だ
っ
た
。
と
き
に
は
ま

ふ
び
ん

た
母
が
不
燗
に
な
り
、
あ
れ
は
罪
の
な
い
女
や
（
ま
っ

た
く
そ
の
と
お
り
な
の
だ
）
、
な
ど
と
私
に
も
も
ら
す
な

ど
、
ち
ょ
っ
と
手
綱
を
緩
め
る
こ
と
も
あ
る
。
母
は
そ
の
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函南原生林のブナ ブロニカ。75ミリレンズ。トライX

〔ブナ〕

所在アカガシに同じ

特徴樹齢約700年。周囲目通り6.35m･
根回り12m・樹高24m

〔アカガシ〕

所在師岡県田方郡函南町函南原生林内
問合わせ箱根山禁伐林組合（役場内）
砿話05597-8-2250

特徴樹齢約700年。周囲目通り6m・
根回り13.3m・樹高20m

県
道
熱
海
箱
根
峠
線
か
ら
「
学
習
の
道
」
と
い
う
遊
歩

道
に
入
る
。
急
坂
を
下
る
こ
と
約
十
数
分
。
こ
の
林
分

中
、
最
大
と
い
わ
れ
る
「
巨
大
ア
カ
ガ
シ
ｚ
ｐ
こ
に
出
会

う
。
目
通
り
六
メ
ー
ト
ル
、
歩
道
の
す
ぐ
傍
ら
に
あ
り
、

南
側
は
根
元
か
ら
急
傾
斜
に
な
っ
て
い
患
が
東
側
に
回
る

て
い
て
い

と
数
本
の
巨
枝
が
亭
々
と
天
に
伸
び
て
い
た
。
文
句
な
し

に
カ
シ
の
巨
木
で
あ
り
、
数
少
な
い
カ
シ
の
巨
木
と
し
て

貴
重
で
あ
る
。

カ
シ
か
ら
数
分
下
っ
た
所
に
「
巨
大
ブ
ナ
」
が
あ
っ

た
。
北
側
斜
面
、
同
じ
く
根
元
か
ら
急
傾
斜
面
に
な
っ
て

い
る
。
目
通
り
六
・
三
五
メ
ー
ト
ル
。
十
メ
ー
ト
ル
近
い

幹
の
上
方
は
十
数
本
の
巨
枝
が
扇
を
広
げ
た
よ
う
に
、
天

空
を
圧
し
て
い
た
。
恐
れ
を
な
し
た
よ
う
に
周
囲
に
は
木

木
が
少
な
い
。
ま
さ
に
こ
の
森
の
王
者
の
風
格
。
ふ
と
戦

前
の
鳥
海
山
麓
の
ブ
ナ
林
を
思
い
出
し
て
い
た
。
ブ
ナ
は

腐
り
や
す
く
製
材
し
て
も
狂
い
が
大
き
い
と
こ
ろ
か
ら
、

「
役
立
た
ず
の
木
」
と
い
わ
れ
、
戦
後
は
紙
の
原
料
と
し

て
惜
し
げ
も
な
く
切
ら
れ
、
ス
ギ
な
ど
の
針
葉
樹
が
植
林

さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
皮
肉
な
こ
と
に
ブ
ナ
が
各
地

の
森
林
か
ら
姿
を
消
す
こ
ろ
に
な
っ
て
、
そ
の
処
理
が
研

究
さ
れ
、
現
在
で
は
高
級
家
具
材
と
し
て
見
直
さ
れ
る
こ

と
に
な
っ
た
。

そ
ん
な
こ
と
が
頭
を
か
す
め
、
私
の
巨
木
に
新
し
い
一

ペ
ー
ジ
を
加
え
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
の
ブ
ナ
に
、
私
は
感

激
を
込
め
て
シ
ャ
ッ
タ
ー
を
切
り
続
け
た
。

伝
え
聞
く
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
「
巨
樹
・
巨
木
林
全
国
一

斉
調
査
」
が
四
全
総
の
一
環
と
し
て
来
年
度
に
行
わ
れ
る

と
い
う
。
民
間
で
も
「
日
本
の
巨
樹
を
愛
す
る
会
」
の
全

国
的
な
組
織
を
作
ろ
う
と
い
う
気
運
が
高
ま
っ
て
い
る
。
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函
南
原
生
林
の
ア
カ
ガ
シ

私
の
古
樹
巡
礼

プ
ロ
ニ
カ
。
七
十
五
ミ
リ
レ
ン
ズ
。
ト
ラ
イ
Ｘ

写
真
・
文

八
木
下
弘

か
ん
な
み

堀
函
南
原
生
林
の
ア
カ
ガ
シ
と
ブ
ナ

「
貴
方
の
『
巨
樹
』
の
本
を
息
子
か
ら
見
せ
ら
れ
大
変

感
激
い
た
し
ま
し
た
。
つ
い
て
は
、
私
の
町
の
森
の
中
に

も
、
立
派
な
カ
シ
ノ
キ
と
ブ
ナ
ノ
キ
が
あ
り
ま
す
。
是
非

一
度
、
見
て
い
た
だ
け
ま
せ
ん
か
」

今
年
の
春
ご
ろ
だ
っ
た
ろ
う
か
、
静
岡
県
田
方
郡
函
南

の
町
長
さ
ん
か
ら
、
カ
シ
ノ
キ
の
写
真
入
り
の
手
紙
を
も

ら
っ
た
。
林
野
弘
済
会
（
東
京
本
部
）
の
石
川
さ
ん
か
ら

も
函
南
の
町
長
は
熱
心
な
巨
樹
愛
好
家
で
あ
る
と
の
電
話

を
受
け
て
い
た
が
、
あ
れ
や
、
こ
れ
や
で
機
会
が
な
く
、

現
地
を
訪
れ
た
の
は
十
月
の
九
日
だ
っ
た
。

新
幹
線
三
島
駅
に
は
「
箱
根
山
禁
伐
林
組
合
」
の
小
旗

を
持
っ
た
同
組
合
の
助
役
さ
ん
が
出
迎
え
て
く
れ
た
。
四

輪
駆
動
車
で
早
速
現
地
に
向
か
う
。

三
島
市
内
か
ら
国
道
一
号
線
を
箱
根
峠
に
向
か
っ
て
登

り
、
車
は
「
富
士
箱
根
ラ
ン
ド
」
の
入
口
で
止
ま
っ
た
。

眼
下
に
広
が
る
広
葉
樹
林
が
「
函
南
原
生
林
」
で
、
そ
の

中
に
ア
カ
ガ
シ
や
ブ
ナ
の
巨
木
が
あ
る
と
い
う
。
林
野
庁

に
在
職
中
、
私
は
こ
の
付
近
の
森
林
の
取
材
に
何
度
か
来

て
い
る
が
、
函
南
原
生
林
な
ど
と
は
一
度
も
耳
に
し
た
こ

と
が
な
か
っ
た
の
で
、
ヘ
ェ
ー
、
と
感
心
し
て
し
ま
っ
た
。

く
ら
か
け
や
重

箱
根
外
輪
山
の
一
つ
で
あ
る
鞍
掛
山
の
南
西
斜
面
、
標

高
六
○
○
’
八
○
○
メ
ー
ト
ル
に
あ
り
、
面
積
二
二
三
ヘ

ク
タ
ー
ル
。
ア
カ
ガ
シ
、
ブ
ナ
、
ヒ
メ
シ
ャ
ラ
、
ケ
ヤ
キ

な
ど
の
巨
樹
を
は
じ
め
、
貴
重
な
植
物
が
自
生
し
、
ま
た

洪
水
を
防
ぎ
、
下
流
の
水
田
を
潤
す
水
源
か
ん
養
林
と
し

て
、
江
戸
時
代
か
ら
禁
伐
林
と
し
て
今
日
ま
で
手
厚
く
保

護
さ
れ
て
き
た
の
だ
と
い
う
。
現
在
で
も
、
こ
の
禁
伐
林

内
に
立
ち
入
る
に
は
禁
伐
林
組
合
の
許
可
が
必
要
と
か
。 ｜

’
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一

裏
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|ズ 裏ズ
絵
描
き

象
嵌

上

込
み
ク
削
り

打
げ

ち選

染
地
板
挽
き
抜
き

朕
め
込
み

木
象
散

木
付
け

上挽
き
抜
き

絵
描
き

下
絵
猫
き

色

》蝦
Yノ

こ
（
ミ
シ
ン
の
こ
と
も
い
い
、
弓
形
の
弦
に
張
っ
て

手
で
挽
き
回
す
も
の
で
あ
る
）
が
導
入
さ
れ
、
現
在

の
糸
の
こ
象
嵌
の
基
礎
が
築
か
れ
た
。

種
類
木
画
、
指
物
類
の
表
面
加
飾
。

沿
革
箱
根
細
工
の
中
で
指
物
と
い
わ
れ
る
も
の
の

中
に
、
特
徴
あ
る
も
の
と
し
て
寄
木
細
工
と
象
嵌
細

工
が
あ
る
。
象
嵌
細
工
は
寄
木
細
工
よ
り
後
に
開
発

さ
れ
た
も
の
で
、
当
初
は
ツ
ル
ヵ
ヶ
（
弦
掛
）
鋸
と

い
っ
た
原
始
的
な
工
具
を
用
い
て
種
板
に
嵌
め
込
む

と
い
う
、
直
接
的
な
構
図
と
幼
稚
な
工
法
で
行
わ
れ

て
い
た
が
、
今
日
の
よ
う
な
自
由
な
曲
線
挽
き
の
象

嵌
技
法
が
完
成
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
に
は
、
白
川
洗

石
、
一
寸
木
久
吉
、
加
茂
浜
吉
の
功
績
が
大
き
い
。

白
川
洗
石
は
象
嵌
の
製
作
に
糸
の
こ
機
を
使
用
し
た

最
初
の
人
で
、
明
治
二
十
五
年
に
ド
イ
ツ
製
の
木
工

用
ミ
シ
ン
で
木
画
を
製
作
し
た
。
一
寸
木
久
吉
は
明

治
三
十
年
ご
ろ
、
弟
弟
子
の
加
茂
浜
吉
と
と
も
に
ア

メ
リ
カ
製
の
裁
縫
用
ミ
シ
ン
を
改
造
し
て
、
日
本
で

初
め
て
の
木
工
用
足
踏
み
糸
の
こ
機
の
製
作
に
成
功

し
た
。
二
人
は
そ
の
後
、
糸
の
こ
機
に
よ
っ
て
可
能

な
傾
斜
挽
き
象
嵌
の
技
法
を
完
成
さ
せ
、
厚
目
の
板

に
象
嵌
し
た
も
の
を
、
薄
い
経
木
状
に
削
っ
て
数
十

枚
の
ズ
ク
と
し
、
象
嵌
の
量
産
化
の
道
を
開
い
た
。

原
材
料
赤
ｌ
モ
ッ
コ
ク
、
茶
ｌ
ケ
ン
ポ
ナ
シ
、
褐

ｌ
エ
ン
ジ
ュ
、
黄
ｌ
ウ
ル
シ
、
ニ
ガ
キ
、
ヤ
マ
グ

ワ
、
淡
黄
ｌ
マ
ュ
ミ
、
白
ｌ
モ
チ
ノ
キ
、
ア
オ
ハ

ダ
、
黒
ｌ
マ
メ
ガ
キ
な
ど
。

製
造
技
術
原
画
に
合
わ
せ
て
自
然
の
有
色
材
を
選

木
す
る
が
、
適
当
な
有
色
材
が
な
い
場
合
は
、
煮
染

、
、
、

め
あ
る
い
は
こ
が
し
焼
染
め
し
た
木
を
用
い
る
。
加

工
方
法
に
よ
り
ミ
シ
ン
象
嵌
と
挽
き
抜
き
象
嵌
が
あ

る
。
ミ
シ
ン
象
嵌
は
、
嵌
入
材
を
地
板
（
構
成
す
る

象
嵌
で
、
も
っ
と
も
面
積
の
広
い
部
材
）
と
一
緒
に

引
き
抜
い
て
象
嵌
板
（
種
板
と
い
う
）
を
作
る
方
法

で
、
地
板
に
嵌
入
材
を
ニ
カ
ワ
で
仮
付
け
し
、
ミ
シ

ン
の
こ
の
定
盤
を
わ
ず
か
に
傾
斜
さ
せ
て
、
下
絵
に

沿
っ
て
挽
き
抜
く
。
仮
付
け
を
は
が
し
、
双
方
の
挽

き
口
に
接
着
剤
を
塗
布
し
て
嵌
め
込
む
。
種
板
は
三

’
四
ミ
リ
の
薄
板
に
仕
上
が
る
の
で
台
板
に
接
着
し

か
ん
な

固
定
し
、
表
面
を
鉋
で
仕
上
げ
る
。
挽
き
抜
き
象
嵌

は
、
地
板
と
嵌
入
材
を
別
々
に
挽
き
抜
き
、
両
者
を

接
着
し
て
種
板
を
作
る
方
法
で
、
ミ
シ
ン
の
こ
の
定

盤
と
の
こ
刃
と
を
直
角
に
調
整
し
て
嵌
入
材
を
挽

く
。
特
殊
な
白
書
き
で
地
板
に
図
柄
を
写
し
て
地
板

を
挽
き
抜
き
、
嵌
入
材
を
地
板
に
嵌
め
込
む
。
こ
の

作
業
を
繰
り
返
し
て
複
雑
な
象
嵌
が
で
き
る
。
種
板

は
セ
ン
鉋
で
経
木
状
に
切
削
し
、
切
削
し
て
で
き
た

ズ
ク
は
和
紙
で
裏
打
ち
し
て
、
箱
類
の
表
面
材
ま
た

は
化
粧
材
と
し
て
、
箱
根
細
工
に
利
用
さ
れ
る
。

生
産
規
模
木
象
嵌
そ
の
も
の
は
木
工
の
技
法
で
あ

っ
て
、
最
終
製
品
で
は
な
い
の
で
、
単
独
の
工
芸
品

で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
生
産
規
模
と
し
て
記
載
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
現
在
、
小
田
原
地
方
に
は

技
術
者
は
数
名
お
り
、
年
生
産
額
は
約
五
、
二
○
○

万
円
と
推
定
さ
れ
る
。
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全
国
伝
統
的
工
芸
品
セ
ン
タ
！
主
任
相
誠
員

佐
原
雄
次
郎

暮
ら
し
の
中
の
木
竹
工
芸

一
｝
一

雨
一
‐
日
γ
】
障
窒
壷
…
諒
闘
型
如
も

》
一’ ｍ

二一

園
一
一

一

凸

宝

一理

木 象嵌21自

ぞ
う
が
ん
か
た
ち
は

象
嵌
と
は
、
象
を
嵌
め
込
む
工
芸
技
法
で
、
一
般

に
は
、
金
属
の
表
面
に
異
種
の
金
属
を
嵌
め
込
ん

で
、
絵
柄
や
模
様
を
現
す
金
属
象
嵌
を
意
味
し
て
い

る
よ
う
で
あ
る
が
、
素
材
は
金
属
に
限
ら
な
い
。
木

材
で
も
陶
土
で
も
、
ま
た
、
紙
、
角
、
骨
、
貝
殻
で

も
よ
い
。
象
嵌
で
、
木
材
と
異
種
の
木
材
、
ま
た
は

木
材
を
主
体
と
し
て
木
材
以
外
の
異
種
材
を
嵌
め
込

む
象
嵌
を
木
象
嵌
と
呼
ん
で
い
る
。
木
象
嵌
は
そ
の

加
工
方
法
に
よ
り
彫
刻
象
嵌
（
彫
り
込
み
象
嵌
）
、

ひ挽
き
抜
き
象
嵌
（
透
か
し
挽
き
象
嵌
）
、
傾
斜
挽
き

象
嵌
（
重
ね
挽
き
象
嵌
、
ミ
シ
ン
象
嵌
）
の
三
種
類

に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

わ
が
国
の
木
象
嵌
と
し
て
は
、
正
倉
院
の
宝
物
中

に
木
象
嵌
に
類
す
る
も
の
が
二
十
数
点
あ
り
、
質
、

量
と
も
に
世
界
に
誇
る
も
の
で
あ
る
。
当
時
の
記
録

で
は
「
木
画
」
と
呼
ば
れ
て
お
り
、
木
地
の
色
を
生

も
く
が
し
た
ん

か
し
た
す
ば
ら
し
い
技
巧
の
も
の
で
、
「
木
画
紫
檀

き
き
よ
く

棊
局
」
は
そ
の
代
表
的
な
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
木

目
の
美
し
さ
を
生
か
し
て
、
寄
木
手
法
で
異
種
の
板

を
モ
ザ
イ
ク
状
に
は
り
合
わ
せ
た
も
の
も
木
画
と
呼

ば
れ
て
い
た
。
平
安
時
代
に
花
を
咲
か
せ
た
木
画
技

ら
で
ん

法
は
、
漆
器
の
螺
釧
な
ど
の
か
た
ち
で
近
代
に
伝
わ

っ
た
。
江
戸
末
期
に
小
川
破
笠
が
独
自
の
中
国
風
象

嵌
技
法
を
創
案
し
て
「
破
笠
細
工
」
と
称
し
、
ま

た
、
芝
山
仙
蔵
は
貝
や
甲
を
象
嵌
し
た
「
芝
山
象

嵌
」
を
創
出
し
た
。
明
治
に
入
っ
て
糸
の
こ
機
（
ミ

シ
ン
の
こ
機
と
も
い
い
、
カ
ム
と
ス
プ
リ
ン
グ
に
よ

っ
て
の
こ
を
上
下
に
揺
動
さ
せ
て
挽
き
回
す
）
、
糸
の
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室」を，バイオテクノロジー等の先

端技術，林業機械化等の研究開発を

推進するため，研究普及課に「技術

開発推進室」を新設する。

農材鵜
林野庁および林業試験場の

組織改正 ＜林業試験場＞

1．森林に関する広施・多岐にわ

たる試験研究を総合的に実施してい

る国の唯一の機関にふさわしい名称

とするため，林業試験場を「森林総

合研究所（仮称)」とする。

2．行政ニーズの的確な把握，先

導的研究の企画，研究の適正な進行

管理等，企画調整機能の強化を図る

ため，現行の調査部を「企画調整

部」に再編整備する。

3．部門間にまたがる緊急な研究

課題を組織的，一体的に推進するた

め，「研究管理官」（2人）を新設

するとともに，増大する海外からの

研究協力の要請に職極的に対応して

いくため，「海外研究調整官」を新

林野庁は，昨今の林業を巡る厳し

い状況と国民の森林・林業に対する

多様・高度な要請にこたえるために

「林野庁」および「林業試験場」の

組織を昭和63年度から次のとおり

再編整備することを公表した。

2.新しい「森林資源基本計画」

に基づいて森林整備を着実に推進す

るため，森林造成業務とこれを側聞

から補完する森林被害防除および森

林保険業務を一元化するとともに，

林業経営コストの低減と山村地域の

振興を図るため，林道・作業道等の

路網整備に関する業務を一元化す

る。このため現行の指導部の造林

課，林道課，森林保全課を「造林保

全課」「整備課」に再編整備すると

ともに，造林保全課に「森林保謹対

策室」を新設する。

また，森林の総合的利用を促進す

るため計画課に「森林総合利用対策

＜林野庁＞

1．木造住宅の建設促進を中心と

した木材需要の拡大，消費者ニーズ

に対応した供給体制の整備等に重点

的に取り組むため，木材の流通・需

給・需要開発・貿易等の流通消費対

策部門を強化充実することとし，林

政部に「木材流通課」を新設する。

望I

森林の環境資源と

しての活用

臓濁蕊蕊嬢鴬鐘熱繊雛蕊’

山村においては，引き続き人口の

減少がみられるなかで，高齢化が進

行しており，地域としての活性化が

望まれているところである。

このようななかで，経済社会の高

度化や都市化の進展等を背景とし

て，国民のリゾート空間，ふるさと

空間，さらには青少年の健全な育成

の場として，山村地域が見直されて

いる。

山村地域においても，このような

要請にこたえ，地域に賦存する豊か

な森林を環境資源として活用し，都

市との交流の促進等を通じて就業機

会の確保や所得の増大を図り，地域

の振興を目指そうとする取り組みが

みられる。

現在行われている森林の環境とし

ての利用方法として最も多いものは

山村における森林の環境資源としての利用の動向
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設する。

4．埜雛的な研究を着実に推進

し，関連分野の研究を一元的に実

施するため，現行の9専門部門を

6専門部門（森林環境部，森林生

物部，生物機能開発雛，林業経営

部，生産技術部，木材化工部）に

再編するとともに，バイオテクノ

ロジー等の先端技術関連部門を強

化するため，生物機能開発部を設

けることとした。

5．林業の役割，森林の有する

多面的磯能，本研究所の研究成果

等を国民にわかりやすく広報・普

及するため，浅川実験林を改組

し，「多摩森林科学園（仮称)」を

設置する。

また，現行の支場は「支所」と

改称する。

1．－｡

「キャンプ場」（56％）であり，次

いで「ふるさとの森・森林公園等」

（26％)，「分収育林制度」（24％）

等となっている。

今後新しく始めたい，または拡充

したいものとしては「ふるさとの森

・森林公園｣，「キャンプ場｣，「観光

農林園」を挙げるものが多く，「林

間学校．サマースクールなどの開

催｣，「林産物の産地直販」について

も比較的意欲は高い。

一方，これらを事業としての採算

性からみると，現在採算のとれてい

るものは，最高でも「林産物の産地

直販」の50％程度であり’一般に

不採算のものが多い。

今後，これらの取り組みが’真に

山村地域の活性化に役立つために

は，業事内容を質的に高めるととも

に，事業の合理的・効率的実行等の

取り組みが重要となっている。

■＝ら
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＝

冒当時の林相はヒノキ

名古屋営林支局下呂営林署管内の

七宗国有林(1,51211a)の一角(229

林班)に,6.14haのみごとなヒノキ

林がある。明治25～28年に植栽さ

れたもので，当時'11a当たり4,700本

植えられた苗木は現在では平均樹高

21m,平均胸高直径32mの大木に

育っている。植栽後，約5年間にわ

たり下刈りを行い，大正7，13年に

は除伐を行い，枝打ちも大正3，4，

15，昭和13,30年と5回実施され

ている。間伐も今まで4回行われ

た。昭和53年の間伐で終わってお

り，本数もha当たり913本となって

いる。蓄積は11a当たり6501npと高

く，これまでの長年の苦労を実らせ

この国有林の中に'lig1.5mぐらい

の林道が通じている。けく官歩道」

と呼ばれるもので’明治22年，御

料林時代に開設された。全国の御料

林でも最初の林道であった。毎年短

剣をつった帝室林野局の官員が通る

ので，このようにいつとはなしに呼

ぶようになったという（山I嶋喜一：

七宗国有林の沿革と施業の経過，昭

和56年)。

当時の林相はヒノキ，モミ，ツガ

が多く，アカマツ，ヒメコマツがこ

れに次いでいた。天然針葉樹がほぼ

8割を占めていたという。広葉樹に

はクリ，ナラ，ミズメ，トチ，ケヤ

キが多かった。これらの天然林の伐

採が明治22年から始められ，その

ための林道であった。

現在この森林は，高品質材の生産

を目的として施業されている。伐期

を150年，胸高直径36cIn以上の超

優良ヒノキ材の生産を目標としてい

る。かつて同時に植えられた苗木で

あっても，約100年後の現在では太

ったものとあまり太らなかったもの

と，成育状況にはバラツキも出た。

胸高直径80cmぐらいのものもあれ

If,25cmぐらいのもある。この中か

ら36cin以上のものを抜き伐りし，

空いたところに苗木を植える施業方

式も考えられている。高品質材をと

りながら若木を育て，複層林をつく

ろうとするのである。抜き伐りには

出しが問題となるが，「大官歩道」

はそれにこたえてくれる。

明治の官員が腰の剣を鳴らして歩

いた道は100年後の今日，作業林道

として複厨林施業の実行に役立とう

としている。（筒井迦夫）
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わが国の森林は，高度成長期以降

の大増伐に伴って生産力が一時的に

増大し，技術も一定程度進展した

が，これに伴う環境破壊や不況に加

え，その後の投資不足，林業技術の

停滞などによって，森林の再生産が

現在きわめて困難となっている。そ

こで森林の地力を維持しながら生産

力を高める方策として，再び過去の

林業技術があらためて見直されよう

としている。一般に技術史の研究

は，「技術の現代的位置を歴史的に

規定すること」であり，これにより

技術の発展方向を示すことを課題と

するものである。すなわち，過去の

技術の失敗や成功の実態を事実に基

づいて分析して意味づけし，新たな

方向を見いだすことであろう。この

ことは林業技術史の研究においても

例外ではないと思われる。

このたび，北海道造林振興協会か

ら北海道林務部編の『北海道有林に

おける林業技術発展史』が出版され

た。本書は道有林創設80周年記念

誌として発行されているが，まとと

バイオテクノロジーということば

を聞かない日のないほど，マスコミ

等を通じてのニュースや話題の多い

昨今である。これはバイオテクノロ

ジーによる研究開発が産業の発展方

向をも決定づける可能性を秘めてお

り，それによる日常生活への波及効

果もきわめて大きいと考えられてい

るからであろう。厳しい環境におか

れている林業｡林産業にとっても,バ

イオテクノロジーによる研究開発へ

の期待は大きいが，それは実態と問

題点を踏まえた期待でなくてはなら

ない。こうした意味で林学だけでな

く林業・林産業にたずさわる者にと

っても，バイオテクノロジーによる

研究開発がどういう状況にあり，ど

ういう方向へ進もうとしているの

か，そして，それが林業・林産業の

展開にどうかかわってくるのか，と

に時宜を得た企画といえよう。一般

に記念誌的なものは，行政史や管理

史的なものが多いが，本書は全くこ

れと異質であり，大変わかりやす

く，事実分析も優れた技術史で，前

述の技術史のねらいを大方達成して

いるものとみてよいであろう。

本書の構成は，第I章が「道有林

の生い立ちとその役割｣，第Ⅱ章が

「林政統一までの道有林野事業の展

開｣，第Ⅲ章が「林政統一以降にお

ける道有林野事業と技術発展の軌

跡」となっている。またⅢ章は復

興期，発展期，転換期，試練期の4

期に区分してまとめられている。取

り上げた事業や技術は，育林，種

苗，収秋の3部門とし,Ⅲ章では，

「それぞれの分野で実務に当たられ

た執筆者による各論」が掲載されて

いる。特にⅡ章，Ⅲ章において事

務局による総説が述べられ，全体を

概説しているので，読みやすいもの

となっている。また論文の合間に，

写真のほか逸誌体験談などをメモ

の形（どんころ）で掲載し，技術史

いった問題について理解しておく必

要があろう。最近，多くの公立林試

をはじめとしてバイテク研究に着手

しようとしている機関も増えつつあ

る。しかし，一般的なバイテク入門

書は多く出版されているが，森林の

特性を踏まえたバイオテクノロジー

の具体的な手法などを解説した技術

書の刊行が切望されていた。

本書は，こうした問題や要望にこ

たえて，この分野の第一線で指導的

立場にある専門家諸氏が最新の情報

も豊富に加えて，林木，きのこおよ

び昆虫のバイオテクノロジーを，将

来の研究開発の方向にも触れて解説

したものである。

本書は6章から構成されており，

第1章I森林バイオテクノロジーの

展開」では，バイオテクノロジーの

意味とその利用領域，研究開発の現



としての硬さを和らげる配慮がなさ

れているのも本書の特徴となってい

る。1956年に発行された『道有林五

十年誌』が，林務署ごとに縦断的に

事業や技術が述べられているのに対

し，本書は，いわば横断的な記述と

なっていることも付け加えておこ

う。執筆者は事務局ほか40名であ

るが，本書は全体としてまとまりが

よく，人数の多さを感じさせないも

のとなっており，それだけに編集の

苦労が大きかったものと思われる。

なお，本書は事実の分析に大半が費

やされているように思われる。欲を

いえば，今後の展望も示してほしか

ったところであるが，これは今後に

期待することにしたい。

本書は，林業技術の今後の方向を

見いだすことを意図して作り上げた

著書ではあるが，森林と人間とのか

かわり合いを知るための読み物とし

ても優れたものであり，林業・林学

関係者のみならず，広く一般市民に

も是非読んでいただきたいものであ

る。（北海道大学農学部教授・大金永治）

状と今後の展開，林業・林産業への

バイオテクノロジーの導入の方向な

どについて総論的に解説されてい

る。第2章以降では「林木の組織培

誕とその利用｣｢きのこのバイオテク

ノロジー」混虫のバイオテクノロ

ジー」「林木の遺伝子操作」および

「木材の変換のためのバイオテクノ

ロジー」について各論にわたった詳

細な説明が加えられている。

著者らの豊かな経験と知識を踏ま

えた林業・林産業におけるバイオテ

クノロジー利用の将来展望について

の独創的な考えも加えられているの

で，単なる鱗説にとどまらない示唆

に富んだ内容を含んでいる。専門家

だけでなく一般の人にも勧めたい書

である。

（林業試験場造林科長・井上敵雄）
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IWr司言竜加

●

今年の重大ニュース

今年も年の瀬が迫ってきたが，年

末になると，毎年“今年の十大ニュ

ース”などというタイトルを付け

て，その年に起こった主要な出来事

が，新聞・テレビなどでダイジェス

ト版として報道される。今年はどん

なものが取り上げられるか。この1

年，国内に関するものだけでも，天

皇陛下のご入院，竹下新政権の誕

生，地価の暴騰，円相場の最高値の

更新，株価の乱高下，売上税問題，

国鉄の民営化，利根川博士のノーベ

ル賞受賞，エイズ騒動など，国中の

話題になった出来事力食多かつた。

目を転じて，わが林業界に関する

“重大ニュース”はどうだろう。私

なりに選んでみた。まずその1つ

に，木材価格の急騰があげられる。

近年にない住宅建設の増加に伴う，

建設資材の不足によりもたらされた

もので，ヒノキの正角の卸値が，一

時,1nf当たり18.9万円台まで達

して，過去最高値を更新した。これ

に連動して，スギ・米ツガなどにも

高値を呼んだ。この背景となった住

宅建設の急増も，今年の重大ニュー

スの1つである。新設住宅の着工数

は，対前年比20％前後の増加率で

伸長し，溌終的に，今年1年で160

万戸を突破する見通しである。その

うち，木造住宅については，木造率

は依然低いものの，昭和55年の水

準の70万戸台になることが予想さ

れる。また，これに伴って，用材の

需要量も，7年ぶりに1,000万1n3台

に達することが見込まれている。も

う1つの重大ニュースとして，建築

基準法の改正があげられる。内容の

詳細は省略させていただくが，今回

の改正によって，1年の条件は残さ

れたものの，木造建築物の高さや共

同住宅などにおける内装の制限の緩

和，準防火地域内での木造3階建の

解禁などがなされ，木材の需要拡大

に展望を開くものであり，木造建築

の復権という意味で，画期的な出来

事である。このほかにも，話題にな

った出来事があげられると思うが，

林業界にとって，明るいニュースが

もたらされた1年であった。

しかし，木材価格はすでに反落に

賑じており，住宅建設の伸びも期待

簿の感はぬぐえず,また,国産材のシ

ェアを考えると，必ずしも手放しで

喜んでいられないわけで，厳しい現

状を脱するには，まだまだ気の抜け

ない状況にある。言い尽くされた感

はあるが，来るべき国産材時代を迎

え，今年の建築基準法の改正に象徴

されるような木材の需要拡大を図る

ことが，わが林業界にとって重要な

課題の1つであり，そのためには，

今後とも，いわゆる“木を金にかえ

る”ことに，よりいっそう力を注ぐ

ことが必要とされよう。

21世紀への歩みのなかで，わが

林業界にとって，来年も明るいニュ

ースがもたらされるよう期待すると

ころである。

（樹夫）

(この欄は編集委員が担当しています）

林業技術No.5491987.12



パイロット・フォレスト

帯広営林支局造林課

機械化林業No.407

1987年10月p.3～21

パイロット・フォレス|､は釧路市

の北東約50kmのベカンベウシ川流

域に広がる国有林で，1万haにも及

ぶ未立木地（再三の山火事跡地）を

カラマツの一大造林地に仕立て上げ

たことで有名である。昭和32年に

造林に着手し，昭和41年(計画終了

年度)までの10年間に6,783haを植

栽したが，その所要苗木数は1,700

万木，投下労務数は44万人であっ

た。

以下，造成計画，労務，機械の導

入，施業対策委員会などについて事

業の経過を述べているが，現況につ

いてみるに，林地面積は7,8061,a

（うち人工林は6,843ha),蓄積

568,000nf,生長量47,3001n3とな

っている。

今後の方針としては，長伐期施業

によることとし，上層優勢木でも間

伐の対象とする保残木方式の間伐技

術を採用すれば，林分内に広葉樹や

草が侵入し，複層した植生となり土

壊条件の改善が図られるとしてい

る。野鼠対策として，グイマツF1

を含めて耐鼠性品種苗の開発に取り

組む必要があるとしている。

水源かん養等公益性を考慮した

施業

林試藤森隆郎

森林組合No．209

1987年11月p.22～25

林業技術No.5491987.12

水源かん謎機能と山地災害防止機

能（これらを合わせて水源かん誕等

公益的機能と呼ぶ）を中心に施業と

の関係を追求している。

以下，水源かん養儀能と山地災害

防止犠能について，その意義を述

べ，ついで目標林型と施業につい

て，アカマツと広葉樹，モミと広葉

樹，カンパとトドマツ・エゾマツお

よびトドマツ・エゾマツと落葉広葉

樹の4グループの混交林の有効性を

解説している。針広混交林だけでな

く，針葉樹でも広葉樹でも成熟した

森林は一般に水源かん養機能は高

い。長伐期を基調としつつ，小面職

の皆伐から択伐に至るまで，適当な

更新法により順次世代の交代を行っ

ていくのが望ましいとしている。

ヒノキ枝打ち施業指標林の現況

前橋営林局宗像舅

スリーエムマガジンNo.320

1987年11月p.12～17

すでに開発されている「ヒノキ枝

打ち管理図」に従い枝打ちを実施

し，枝打ち林分管理の実行例を示

し，経常事業への導入を図るととも

に枝打ち技術の普及に努めることを

目的として指標林を設定した。

以下，ヒノキ枝打ち管理図〔樹高

対枝下高および枝下直径との関連を

図示し，目標とする基準材を生産す

るための施業方法（枝下高・枝打ち

回数）の指針〕を説明し’ついで指

標林の概況，枝打ち作業の実施，現

況などが述べられている。幹の直径

が7.0～5.0cmの範囲内にある枝を

打ち上げることとして実施したが，

枝打ち3～5年後に，その大半の傷

口はふさがり，巻込みは完了した。

海岸林の伐開に伴って生じる林

縁の保全について

林試・北海道支場坂本知己

林業試験場場報No.279

1987年10月p.2～3

石狩海岸林は，札幌市の北方，石

狩町市街から小樽市銭函にかけての

日本海に面した天然生海岸林である

(延長15km,林帯幅450～750m)。

この海岸林が1983～85年にかけ

て3回に分けて幅約400m伐開され

たが，その後に防風柵と防風土塁が

設けられた。以下，防風柵の配置，

伐開による環境変化とその影響を述

べ，林縁保全に関して提案が行われ

ている。伐開に伴う林縁木への風速

は前縁木以上に厳しい環境下におか

れ，風送塩量についても同様であ

る。したがって，林縁木を永く保持

するには，単に土木的手段だけでな

く環境に合わせて林縁を更新し，林

帯を保全していく必要がある。

天然林・複層林及び広葉樹施業

における育種的対応

関東林木育種場古越隆信

林木の育種No.145

1987年10月p.10～14

定形的人工造林以外の更新に対

し，すなわち天然更新，複層林およ

び広葉樹林施業についていかに育種

が寄与しうるかを検討した。

育種的対応の見通しとして，次の



3点が問題となる。(1)複層林で対象

となる形質：ここでは上木と下木の

両形質を兼ね備えたものが要求さ

れ，特にその遺伝率の予測，親和性

に関する情報も必要である，(2)広葉

樹の人工更新：採種源は採種林また

は採種園となろうが，さし木やつぎ

木の研究とともにクローン化技術の

開発が必要である，(3)天然林施業：

優良個体から優先的に収稚し，不良

個体ばかりが繁殖源とならない配慮

が必要である。

ブナ施業指標林の経過と現況

秋田営林局技術開発室

スリーエムマガジンNo．319

1987年10月p.9～13

ブナを主とする広葉樹天然林施業

の普及と定着化を図るために施業指

標林を設定した（昭和48年)。

以下，施業の経過（伐採計画，伐

木集材作業，更新作業，施業後の更

新状況）が述べられている。昭和

50年に施業を開始，伐採方法は皆

伐母樹保残作業により，伐区の大き

さは511a以内とし，母樹は径級50

cm程度の樹冠のしっかりした形質

良好なものをha当たり23～25本保

残した。ブナなどの稚幼樹がきわめ

て少ないこと，また林床がチシマザ

サの密生地であることから伐採前年

に全面刈払いを行った。稚樹の成

立本数は10年経過時点でIIf当たり

1.2～6.4本,同じく稚樹の樹筒生長

は平均して72cm(保残帯内では34

cm),林床植生繁茂量（総樹高量）

は平均35m,初年度の7．7倍とな

っている。

最近の菌床栽培キノコ

北海道立林産試菰澤南海雄

北方林業No.464

1987年11月p.16～18

新しい菌床栽培技術が開発されつ

つあるが，ここにはその主たるもの

が紹介されている。

シイタケ：これは日本で最も早く

から栽培されているキノコである

が，菌床栽培として発生期間の短縮

化が必須であり，その方向で研究を

進めている。ムキタケ：この菌床栽

培は比較l'l勺容易で，開発した方法に

よれば約70日で収稚できる。えぞ

雪の下（野生型エノキタケ）：これ

までに売られている白づくりのエノ

キタケ(長野で開発)に比べて特にバ

ターいためがうまい。ナラタケ（ポ

リポリ）：この菌床栽培は実用化の

一歩手前まできている。そのほかの

食用キノコ，薬用キノコについても

研究中である。

タイのSociaIForestry-

SociaIForestry研修会に参加

して

京大農（タイに留学中）内田晋也

熱帯林業No.10

1987年9月p.45～49

ここには，あまり紹介されること

のなかったタイの民有林を中心に同

国の"SocialForestry''についての

印象を述べている。

民有林の植栽（主としてユーカ

リ)，モデル林の造成,マングローブ

林などのようすが紹介されている

が,特にSocialForestry(社会的要

請を重視した林業）の意義が解説さ

れている。多くの開発途上諸国にお

いて,0dSocialForestry''が注目さ

れている。これはいわゆる「森林破

壊問題」をはじめとする｢林業問題」

が，「技術的な要因」よりはむしろ

「社会経済的な要因」に基づいてい

る。したがって，社会福祉政策とし

ての側面が強調され，民有林（農民

造林）に力が入れられている。
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大型機械による天然更新補助地

ごしらえ作業

函館・森営林署田村稔ほか

機械化林業No.407

1987年10月p.25～30

疎林化した天然林の林分内容を充

実させるために，58年から60年の

3カ年間，トラクタを利用して天然

更新補助地ごしらえを行った。その

経過報告である。

以下，実行箇所および面積，作業

方法，実行結果，雅樹発生状況など

が述べられている。まず功程および

経費をみるに，60年度では1時間

当たり0.0611aで,hil当たり127,500

円（人力では381,800円）であり，

また，稚樹の発生は種子の結実状況

に左右されるが,11a当たり平均して

豊作年で200万本，凶作年で15万

本，平年で70万本であった。人工

補整を要する箇所もあるが，概して

更新，生育ともに良好である。

林業の採算性と森林への期待効

用

立正大経福岡克也

林経協月報No.313

1987年10月p.2～10

標題のもとに景気回復と林業の活

性化，林業採算性へのアプローチ，

林業採算性の実態，貨幣価値変動と

林業の採算性，森林への期待効用と

林業の活性化などについて考察して

いる。

○上飯坂実ほか：日本の林業の

コスト低減は如何にあるべき

か

林経協月報No.314

1987年11月p.10～22

林業技術No|.5491987．12
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林業関係行事一覧

12月

区分行事名期間主催団体・会場・行事内容等

三重三重県木材組合連合会創立12．2三璽県木材組合連合会。掻阪市。三重県内の民有林材を一堂に集め，

30周年記念優良木材展示優良出品材に対して，林野庁長官徴を交付する

会

禰岡第18回福岡県椎茸品評会12.2～4福岡県・県特用林産振興会。福岡県自治会館。椎茸栽培技術の向上と

経営改善に資するため，県内の生産者を対象として品評会の開催

群馬群馬県優良索材展示会12．3群馬県・前橘営林局・群馬県木連。前柵市。県内各地から生産される

優良材を展示・即売し，優秀品に対して表彰する

栃木第19回栃木県林業観光祭12.3～4栃木県林業観光祭実行委員会・栃木県。栃木会館・県壇田会館（宇都

宮市)。林業観光展示，特用林産物展示即売，式典，表彰，特別識演
など

中央講演会12．5日本木材加工技術協会木材保存部会・日本木材学会生物劣化研究会・

日本木材保存協会。東京農工大（府中市)。木材の生化学的転換利用
を目指して

〃 営林咳）局福利厚生課長12.8～9林野庁。林野庁会議室。各営林(支)局桐利厚生課長業務打合せ
会議

〃 昭和62年度都遡府県林産12.8～9林野庁。股林水産省会議室。都道府県の林産行政担当者対象

行政実務担当職員研修会
〃 営林伎）局人事課長会議12.10～11林野庁。林野庁会議室。各営林(支)局人事課長業務打合せ
〃 畔乾燥地腿業と地域農12.17日本学術会議地域農学研究連終委員会。日本学術会議大会議室確区

学」に関するシンポジウム六本木10:30,～17:0の1.土壌地域性からみた乾燥地開発とその問

題点（松本卿，2．乾燥地における水盗源と水管理に関する諸問題

（矢野友久)，3．半乾燥熱帯における伝統農業一インドデカン地方を

中心に（前田和美)，4．乾燥地における園芸作物栽培の諸問題（遠山

柾雄)，5．半乾燥地帯の緑化造林の問題点（藤森隆郎)，6．半乾燥地

腱業の社会経済的性格（後藤晃)，7．総合討論

区分｜行事名
ﾘｺ央|新年名刺交換会

林業技術No.5491987.12

1 月

期間’主催団体･会場･行事内容等

｜林野庁はじめ関係団体の代表出席｡三会堂9階ﾎー ﾙ(東京港区赤坂）1.4
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これからの林学教育一つの視点として

分収育林と山村の活性化
国産材の生き残りをかけて－機械作業体系の見直しと労働生産性の向上

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

木質環境学への期待
森林の水源かん養機能評価の将来方1句
森林施業のこれからの課題一山が森が教えているものに学ぶ
新しい国有林像形成の試み
林業技術の科学性
森林計画に新しい息吹を－林学の再生を賭けて

特集

538山村・林業の再浮上をめざして
I静岡県林業の組織化と木材利活用への挑戦
Ⅱ常に模索する久万林業地
Ⅲ混牧林を中心とした林畜複合経営の推進とむらづくり
一一大分県朝地町温見地区

Ⅳ超短伐期育成林業一海布丸太の生産（和歌山県南地域）

小嶋陸雄

安藤貴
安永朝海

青木尊重

解説

竹内淳子538
539

林野庁林産課

木の布

期待されるモデル木造施設の建設
I木材需要の拡大とモデル木造施設の建設

Ⅱモデル木造施設の紹介（越前陶芸村・ウッドパレス／
信州国際音楽村・多目的ホール）

サミットハウスの示唆するもの

都市近郊林一当面する諸問題と今後の展望
I愛知県における都市後背森林の利用と保全
Ⅱ近郊林業地・西川林業の展望
関東地方にみられるスギの衰退現象と酸性降下物
昭和62年度林業関係予算案の概要
ヒノキ林に混じったアカマツの働き
伊豆七島御蔵島・八丈島産のササとチシマザサとの関係
分収育林事業への取り組みと今後の課題
びわ湖造林公社における分収育林
分収育林．熊本県多良木町のふるさとの森
第98回日本林学会大会研究発表の概要
伐木造材作業のコスト引き下げと商性能機械導入の可能性
諸外国の造林作業機械化の動向
「松くい虫被害対策特別措置法」の改正と今後の松くい虫のネ

編集部
山井良三郎 539

540

小熊弘一

恩田敬子

脇孝介
日高瑞記

河原輝彦
谷本丈夫

540

541

541

541

542

印田正郎
中島精之

542

543

543

543

543

544

油津雄夫

小沼順一
高木茂

古久保英嗣
鈴木正治

「松くい虫被害対策特別措置法」の改正と今後の松くい虫の被害対策
第2回国際熱帯木材理事会の開催-ITTOの今後の活動をめぐって
木材が人の心理・生理に及ぼす影響－何がわかってきたか．これからこれからの課題
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FAO熱帯林行動計画について
森林と水一一土壌中の水の動き・養分の動き

森林と水一その生理生態学

燃えない木材－その原理と実用化への道
圧送粉砕装置によるスギ材の粗飼料化
ホンシメジの林地栽培の可能性と今後の課題
ランドサットがとらえた中国・大興安嶺の森林火災
新しい国有林像形成の試み（Ⅱ）
治山鋼製施設に作用する外力と安全設計
山地災害発生危険雨量の指標化と警報の出し方
新しい国有林像形成の試み（Ⅲ）
きのこを取り巻く最近の諸問題

択伐伐出作業をめぐる諸問題
不在地主所有森林の適正管理について－広島県森連事業実施の経過

井田篤雄

有光一登

森川靖
西本孝一

滝川明宏

藤田博美
中島巌

手束平三郎
陶山正憲
河合英二
手束平三郎
古川久彦

神崎康一
一本木孝史
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下刈りの経済学その1基礎編

序・コースいろいろ下刈りの省力方法林寛
刈払機作業の安全のために平松修
刈払機の使い方を考える石井邦彦
林地除草剤による雑草木管理の省力化浅沼晟吾
下刈りの経済学その2事例編

林内更新一岐阜・石原山林の場合野々田三郎
充実大苗による無下刈り造林安永邦輔
下刈りの経済学その3事例編

I日照抑制伐採と大苗造林一一高知・山本森林K.K.の場合

1．（討議）山本森林K.K.方式を語る山本仁・安藤貧
川田昭二郎・林寛

2．日照抑制と大苗造林の実際川田昭二郎
3．密仕立て大苗蕊苗の実際竹内郁雄
Ⅱ群状植付けによる下刈りの省力一新城・段戸国有林の場合を中心に

林寛・渡部庄三郎
く私の技術ノー|､＞

2．太い木は悪い木？一成木摘伐の思想と実行林寛
3．強い山と弱い山一崩壊管理のための斜面区分の試み荒川昌久
4．雑記琳業機械の開発・改良・普及」西尾弘
5．ウッドプロック積一間伐材利用の新工法光江静雄
6．高級研磨材，駿河炭の復活と伝承宇野倫夫
7．足尾山地崩壊地の緑化中田博
8．無節柱材の生産一一枝打ちを中心に 塩川彰

9．植物の植栽限界を知るための寒冷指数の利用一山腹緑化用樹草を中心に
大木正夫

10．山とうまく付き合う道一落書き・林道技術論梅沢恒雄

5“

545

546

539

540

541

542

543

545

546

548

549

全国広葉樹く試験林・見本林＞の概要
Ⅳ、都道府県（その3）538Ⅳ、都道府県（その4）539Ⅳ、都道府県（その5)/V.大学
(その1)540V・大学（その2)541V.大学（その3)542V、大学（その4)543

新年のごあいさつ

第33回森林・林業写真コンクール優秀作品（白黒写真の部）紹介
日本林業技術協会第42回通常総会報告
新任のごあいさつ

第33回林業技術賞業績紹介（スギ・ヒノキの穿孔性害虫スギノアカネトラ
カミキリの防除技術に関する試験研究）

第33回林業技術コンテスト要旨紹介

猪野職 538

538

544

544鈴木郁雄

斎藤諦546
546
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随 筆

山峡の譜

熊野川一筏下りの話（下）

ナメラ谷一一栃の大木の下で（一）
ナメラ谷一栃の大木の下で（二）
ナメラ谷一栃の大木の下で（三）
ナメラ谷一栃の大木の下で（四）
滝谷口一一広葉杉におもう

宇江敏勝

大石谷一花咲く峠をこえて（一）

大石谷一花咲く峠をこえて（二）
大石谷一花咲く峠をこえて（三）
燧道ロー最後の窯出し（一）
燧道ロー最後の窯出し（二）
燧道ロー最後の窯出し（三）

538

539

540

541

542

543

5“

545

546

547

548

549

私の古樹巡礼

25．大宰府神社のクス／26．宝生院のシン
パク

27．屋久島の縄文スギ／28．小浜神社の九
本ダモ

29．横室の大ガヤ／30．寂心のクスI

31．寂心のクスⅡ／32．三春の滝ザクラ
33．東根の大ゲヤキ／34．喜良市の十二本
ヤス

八木下弘

薫蓋クス／36．平川の大スギ

万休院，舞鶴のマツ／38．熊野の大トチ
鰹ス兼／40．小黒川のミズナラ
清田の大クス／42．将軍スギ

石徹白のスギ／44．隠岐の乳房スギ
島田市湯白八I幟神社のシイノキ／46．能
満寺のソテツ

函南原生林のアカガシとブナ
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546

547
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佐原雄次郎暮らしの中の木竹工芸

10.井波彫刻
11．秋田杉桶樽

12．八女提灯
13・江戸木目込人形

14．豊岡杷柳製品
15．樺細工

岐阜和傘
結城桐下駄

桧笠

秋山木鉢
雲州そろばん

木象嵌
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技術情報538~541543545547~549

JournalofJournaIs539～545547～549

林業関係行事一覧538～549

農林時事解説
もり

森林・河川緊急整備税538水源地域緊急整備事業539森林とのふれあい環境整術対策事業540
62年度新事業，森林地域活性化緊急対策の概要54162年度新規事業，海外林業開発事業事前調査事
業の概要542ヒューマン・グリーン・プラン543わが国の森林資源現況調査の概要544国産
材軸組工法住宅展示場オープン545第11回全国育樹祭，野幌森林公園で開催546「第七次治山事
業五箇年計画」閣議決定547林野庁に「林業と自然保護に関する検討委員会」を設騒548林野庁
および林業試験場の組織改正549

統計にみる日本の林業

東北地方等で増大する松くい虫被害538円高と乾しいたけの輸出539為替レートと外材の輸入価
格について540素材生産と搬出距離541低下し続ける国内総生産に占める林業の割合542木
材に対する志向の高まり543山村の現状544林業用苗木生産の推移と課題545世界の主要国
の木材自給率等546青少年の教育の場としての農山村の重要性547最近の木材価格548森林
の環境資源としての活用549

林業技術No.5491987.12



44

林政拾遺抄 筒井辿夫

東京都水源林538マイセンの森539都市と山村の交流540寄進楠541行者杉542妖
肥の部分林設定区543ダムと森林544誓志林545箱の森プレイパーク546高山植物ブー
ム547良弁杉と三姑の松548大官歩道549

木と住まいの美学

｢格子」のある民家539「数寄屋風情」のある家541洋風住宅の重厚感543サンルームとベ
ランダになる廊下546豪華な玄関548

本の紹介

『農林家のための法律相談室（藤本猛
著）松尾健次
『バイオマスエネルギー』（木多淳裕著）

Y

『森のきた道』（手束平三郎著）
熊崎実

『天然林施業と複層林施業」（日本林業
調査会編）浅川澄彦
『童話と樹木の世界』（筒井廸夫著）

神田リエ

雌界の森林を歩く』（信州大学林学科
編）北村昌美

『風害と防風施設』（真木太一著）
工藤哲也

『21世紀を創る農業・股村』（小山智士
編著）坂口精吾
『森林土壌の保水のしくみ』（有光一登
編箸）難波宣士
『山つくりの技術』（渡辺寅仲著）

原田洸

『森と水の経済学』（福岡克也著）
草野正慶

『熱帯林のゆくえ』（神足勝浩著）
秋山智英

『地方林政と林業財政』（船越昭治編著）
紙野伸二

『森と文化』（斎藤正彦編）猪野砿
『木材流通が変わる』（安藤友一・池知
正水･中川藤一共著）頴川五郎
木と人間の宇宙

『(1)若葉萌えいづる山で』
『(Ⅱ)青春を川に浮かべて』
（字江敏勝著)Y

『木工品・木のクラフト』（全林協編）
中川重年

『林業技術発展史』（北海道林務部編）
大金永治

『森林のバイオテクノロジー入門』
（佐々木恵彦編著）井上敞雄

銘
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549
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一
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もうひとつの林業技術538日本語教育の推進539
産業構造の変貌と林業の問題点542お金儲け543
ボランティア活動545林業・林産業と試験研究546

今年の重大ニュース549

低コスト林業の再考540山岳林道541
森林．林業に対する国民的要請544林業の
金余りなら林業にどうぞ547目的？548

会員の広場

快適な遊歩道の設計指針案高梨武彦539水源かん養上重要な亜高山帯林の更新について平山三男
540温暖地域におけるヒノキの土壌病害村本正博540ミニレピュー“ヒノキの漏脂病”畑野健
一541世界最大のチーク造りの建造物一バンコクのヴィマンメーク・パレス渡辺弘之541タ
ンザニア便り増井牧子542ろくろ製品に対するケヤキ材の木取り中村源一545シラス治山工
法史をひもとく井内祥人547今一度見直そう普及の原点岡田公人547施業道を基盤とした森
林施業一函館営林支局の例棟方鋼男548タンザニア便りⅡ増井牧子548

東材南木

1．郷土と木（木の標本パズル)5452.H・SWOOD(木口模様化粧材)5463.木の電話
磯（木製クラフト）547
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その他

第34回森林・林業写真コンクール作品募集要領
日林協発行図書の会員特別割引のお知らせ
第42回日本林業技術協会通常総会の開催および関係行事のお知らせ
第34回森林・林業写真コンクール入選者の発表
『空中写真セミナー』開催のご案内
新会員勧誘のお願い

第33回林業技術賞および第33回林業技術コンテスト入賞者の発表
昭和62年度国有林分収育林公募のお知らせ
山火事予知ポスター「図案」「標調募集要領
森と湖に親しむ旬間『シンボルマーク・標語』の募集
昭和62年度林業技士養成講習受講者募集要領および林業技士登録要領
投稿募集要領

『空中写真セミナー(秋期)』開催のご案内
第34回林業技術賞および第34回林業技術コンテストについての予告

山火事予知ポスター＜標語・図案＞入選者の発表
青年海ﾀ聴力隊く秋の募集＞について
第35回森林・林業写真コンクール作品募集要領

(綴込）
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第35回森林･林業写真コンクール締切

作品募集要領送り先
題材：森林の生態（森林の景観一環境保全・森

林動植物の生態・森林被害など)，林業作品の帰
の技術（森林育成一育苗･植栽･保育等，属及びネ
木材生産・木材利用など)，農山村の実ガの提出
態（生活・風景など)，都市の緑化審査と

作品：1枚写真（四ツ切りとし，組写真は含ま発表
ない)。白黒の部・カラーの部に分ける。

応募資格：応募者は職業写真家でないこと。なお作審査員
品は自作に限る。

応募点数：制限しない。

記載事項：①題名，②撮影者名（郵便番号･住所･氏
名･年齢･職業･電話番号)，③内容説明，
④撮影場所，⑤撮影年月日，⑥撮影デー
タ等を記入すること。

昭和63年3月31日（当日消印のものを

含む)。

東京都千代田区六番町7〔〒102〕

日本林業技術協会「第35回森林･林業写
真コンクール」係
入賞作品の版権は主催者に属し，応募作

品は返却しない。作品のネガは入賞発表
と同時に提出のこと。

審査は昭和63年4月上旬に行い,入選者
は会誌「林業技術」5月号に発表。作品
の公開は随時，同誌上で行う。

島田謎介(写真家),八木下弘(写真家),眞
鍋武紀(林野庁林政課長)，岡勝男(林野

庁研究普及課長)，若狭久男(全国林業改
良普及協会事業部長)，長谷川尭(日本林
業技術協会専務理事）（敬称略・順不同）

主催(社)日本林業技術協会後援林野庁

協会，のうごき
林業経営部門29名
（12/7～11）同上

講師：梶山正之技術指導役，講師：梶山正之技術指導役，環境
アセスメント

◎海外派遣宮下国弘総務部長，林業労
国際協力事業団の依頼により，次伽

のとおり役職員を派遣した。※森林評価部門11名は63.2/1～
1．エクアドル共和国5の予定（本会会議室)。
期間：10/27～12/15◎海外研修員の受け入れ
用務：同国，北東部林業資源調国際協力事業団からの依頼によ
査り，韓国FAO林業視察団の研修員

職員：渡辺宏技術開発部長，増を受け入れた。
井博明課長代理，成田孝氏名：金鍾元韓国林業試験場造林
一主任研究員，小林周一研究室長ほか9名
主任調査員内容：林業視察

2．同上期間：11/1～14

期間：11/7～12/1◎国内研修員の受け入れ
用務：同上長崎県臘林部からの依頼により，
役員：村松保男理事研修員を受け入れた。

3．タイ国氏名：中島一秀（林務課技師）ほ
期間：11/25～12/24か1名

用務：同国，国有林管理計画開内容：正射写真図に関する技術
発調査に係る現地調査期間：11/30～12/12

役職員：湯本和司常務理事，松井◎講師派遣
光矯顧問，小池茂樹調査依頼先：日本緑化工協会
第四部長,小原忠夫課長，期日：12/8
中村輝司課長代理，市川講師：岩川幹夫主任研究員
澄雄主任調査員内容：ダム湛水面裸地の緑化に

◎昭和62年度林業技士養成講習．ついて

スクーリング研修場所：都内発明会館
期日：森林土木部門30名◎調査研究部関係業務
（11/16～20）木材健保会館1.11月9日富山県民会館にて位

日本林業技術漣会北海道率務所〒060札幌市中央区北4条西5－1北海道林業会館3
階密011(231)5943(直),011(251)4151(代）内線20.37FAXO11(231)4192
東北事務所〒02O盛岡市菜園1－3－6農林会館9階種0196（23）8161（代）内線263
宮城事務所〒983仙台市上杉2－4－46宮城県森林組合会館(社)宮城県民の山造成会内
a022(223)9263(直）群馬事務所〒'378沼田市井土上町462-130278(23)4378

山・飛越地域整伽計画調査委員
会」を開催した。

2.11月10日福井市にて「九頭竜ダ
ム特定貯水池総合保全整備調査業

務および特定貯水池流域整備事業
業務検討会」を開催した。

3.11月20～21日群馬県嬬恋村・草
津町（吾妻川流域）にて「水源地
森林機能研究会現地検討会」を開
催した。
◎調査部関係業務

1.11月4日本会会議室において｢大

規模林業圏開発整備調査」の第2
回委員会を開催した。

2.11月6日本会会議室において｢都

市的開発の残置森林等基準調査」
検討委員会を開催した。

昭和62年12月10日発行

林業技術
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好評発売中'･---‘．｡……‐、、・-’
☆刊行以来大きな反響一『日経』『朝日』『読売』『毎日』『日本農業』『京都』新聞く読書･文化欄>で紹介ノ

森のきた道~囎繍職預意｡、駕欝鬘
枢要の地位を歴任した著者が，膨大な資料を駆使して綿密な考証と巧みな語りで好評を博したく林業技
術＞連載「物語林政史」待望の刊行／（縦組みとし，資料写真・人名索引を付していっそうの充実をはかり
ました）●これまでの正史，逸史，秘史の枠を越えたノンフィクション史話。●諸々の基本政策の創始，変
遷の過程を時代の背景とともに活写。
「････大久保利通がドイツ流林学を導入する逸話,それが官僚機柵の中で屈折し,貫徹し,現代に何を残したか,歴史的
人物の挿話とともに興味深い。無味乾燥の林政史にドラマを持ち込み，同時に政策史の流れを骨太に描いた労作」（『毎
日新聞』3月24日付鮠書棚）

<改訂版〉新･森林航測テキストブック
認識譲蝋室渡辺宏著A5判264頁定価3,000円(〒共）

空中写真は，森林資源調査や森林計画樹立のためだけでなく，今では林業のあらゆる分野で
利用されています。林業技術者はだれでも空中写真測量技術を修得しておく必要があるといえ
ましょう。

本書は，空中写真測量の基礎から実務までをわかりやすく解説し好評であった旧著を，技術
・機器の進歩・改良に対応して大幅に改訂しました｡<演習＞の項には本書の1/4のスペース
を割いて編集されており，研修用にも最適の教材であります。

←’発行日本林業技術協会1‐西 公一一-一三F エ記、－－6－一一・

日本林業技術協会製作・販売のビデオテープ
木造家屋の良さを徹底
的に詳説／

林間放牧利用の指導普
及を解説

木
一
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の住ま

間放
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Ｊ
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５１
￥
￥
１
１
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９
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２
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－
牧

｜シリーズ’タイl、ル｜時間｜価格’備考

ワイヤスプライス｜織造と加工の基礎’’5分｜￥'0,000(〒実費）｜'）ご注文の際には，
必ずベータ方式・V

HS方式のいずれか
(その'）｜同上（英語版)｜〃｜￥20,000（〃）

をご連絡ください

2）ベータ方式.VH

文に方式別のご注（
Ｄ
Ｐ
｛ り複製することに

|巻き差し加工によるショートスプライス'’8分｜￥10,000（〃）
|同上（英語版)｜〃｜￥20,000（〃）

なりますので，テー

プ発送には多少の日
時が必要となります

〃

(その4）

〃（その3)｜タイラー式架線’18分｜￥10,000（〃）’

〃

(その2）

〃

(その3）

巻き差し加工によるアイ作

同上 (英謡仮）

割り差し加工によるアイ作り’’9分
同上（英語版）

24分

〃

〃

￥11,000（〃）

|￥21,000（〃）
￥11

￥21

000（〃）

000（〃）

〃

(その5）

〃

(その6）

ソーチェン

架線作業(その1）

〃（その2）

ナイロンロープのアイスプライス’’3分｜￥'0,000（〃）
同上（英語版）

ロングスプライス（主索）

同上（英語版)’
ソーチエンの目立て一実際の目立て－128分
同上（英語)”

集材架線用器具類と取扱い方

集材架線用器具類と取扱い方

〃

27分

〃

〃

14分

20分

￥20,000（〃）

|￥'1,000（〃）
|￥21,000（〃）
|￥'1,000（〃）
￥21,000（〃）

￥10,000（〃）

￥10,000（〃）



獣薬用酵素入浴剤耀
，

の
医薬部外品

炭酸水素ﾅﾄﾘｳﾑ+酵素十ﾋﾉｷの精
(ｱﾙｶﾘ温泉医冠

●#寺病のある方………･･･…・

●冷える職場で働く方．……

●早く疲れを取りたい方…

●気疲れをとりたい方……

冷え症･神経痛･リウマチ･あせも．

しもやけ･肩こり･婦人病･痔etc･

林業･畜産･腱業･漁業･屋外作業.

冷房オフィスetc。

ドライバー･立ち続け･肉体労働・

過激な運動･座り続けetc。

，剛幽労働者･受験生･学佼教師．

コンピュータ技術者etc。

ボトル1.2kg入り/2缶セット1パック●特価曰,ヨロロ円(〒共）

曇各方面で大好評ノ作業現場で,ご家庭で,ぜひお試し下さい。 Aダイヤ万能

≦占一
単｡研 研ぎ器同o

’

●下刈り用ｶﾏ･枝打ち用ﾅﾀ，ﾉWﾐ･包丁‘ﾅｲﾌ･ｽｹーﾄのｴｯジなど。

●使用Lない時は必ず

キャップをつけてくだき（

零
｡ご注文は直接当協会へ…発売元壊

●

■■~

●詔硬チップ採用で

耐久性バツグン

l'&,#iの研ぎ効梨を苑押するチップ部分

には､超鯉合命を採川。，ド永久的に仙

日本林業技術協会
〒102束京都千代田区六番町7番地
電話(03)26I-5281振替東京3-60448
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林道基本設計計算機卯

架線設計計算機

〈特徴〉

1幸架空索による集材架線から簡易索張りに至るまて：国
内で使用されているほとんどの索張り方式の設計計算が

M｣.能です。

窒唇架線の設計データを入力するだけて：精度の高い設計

計算鰈が作成きれます。

吊基今まで計算がi水1雌だった安全率に応じた最大使用荷砿
を求める‘汁算式がプロク零ラムされています。

Ｉ

林
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《特徴》

1．林道のI|1心線測肱における曲線設定に当たって，従来

のllll線表を11肌､ると1両lじ磯覚でうどの曲線因一子からでも

必要な数航を求めることが呪地で容易。

…－…交角法，侃椅角法，切線枝距法，四分の‐法

ヘアピンl111線の,没極等

拳林道の.L4W"検算において，上械計算（両端断面職

､lfjfJ法による）を,各測点における断面砿データを入力す

るだけで,区Ⅲ1鯨の切収謎,盛土鎧の計算が容易である。ｺﾝバｽ脹面鬮算機北斗
：また，人ﾉJしたデータをカセットに記|意させることが可

《特徴》
：能で，，没,il･変史等の再計算も容易。 第
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